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１ 法人の概要 

                                  （平成 ２５年５月１日現在） 
（１）名 称 

公立大学法人岡山県立大学 
（２）所在地  
      岡山県総社市窪木１１１番地 
（３）法人設立の年月日  
      平成１９年４月１日 
（４）設立団体 
      岡山県 
（５）中期目標の期間 
      平成２５年４月１日から平成３１年３月３１日 
（６）目的及び業務 

ア 目 的 
公立大学法人岡山県立大学は、人間を取り囲むさまざまな環境の中で調和のとれた発展を期し、地域の課題や社会

の要請に的確に応えるため、「人間・社会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」ことを基本理
念とする。 
この理念に基づいて、学術の進展と教育の振興を図り、福祉の増進、文化の向上、地域産業の発展等に寄与する研

究活動に取り組むとともに、知性と感性を育み、豊かな教養と深い専門性を備えて新しい時代を切り拓く知識と高度
な技術を身につけた実践力のある人材を育成する。 

イ 業 務 
(ア)岡山県立大学を設置し、これを運営すること。 
(イ)すべての学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談など学生生活に関する相談その他の援助を行
うこと。 

(ウ)民間企業や試験研究機関等との間の共同研究や受託研究、技術指導等を実施するなど、法人以外の者と連携して教
育研究活動の推進に取り組むこと。 

(エ)地域社会に貢献するため、公開講座を開設する等、地域住民に幅広く学習機会を提供するとともに、大学における
研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

(オ)前各号に掲げる業務を効果的かつ効率的に実施するため、附帯して必要となる関連業務を行うこと。 
（７）資本金の額      １２０億 ９,１６３万 ２,９４３円 
（８）代表者の役職氏名  
       理事長 辻 英明 
（９）役員及び教職員の数 

ア 役員  
理事長          １人 
副理事長        １人 
理事            ３人 
監事       ２人 
 役員計    ７人 

イ  教職員 
教員    １６７人（特任教員含む専任教員数。ただし、学長を除く。） 
職員     ３９人 
教職員計 ２０６人 

 
（10）組織図 

 

 【法人部門】     
       
              
       
      経営審議会             理事長（学長）  
         役員会   副理事長（事務局長）  
       理事長（学長）   理事（地域共同研究機構長）       
  副理事長（事務局長）   委員（非常勤：学外者）４人       
  理事（学生部長）     
  理事（地域共同研究機構長）     
      
  理事（非常勤：学外者）    教育研究審議会            理事長（学長）  
           副理事長（事務局長）  
           理事（学生部長）        
     理事（地域共同研究機構長）       委員（保健福祉学部長）  
      
     委員（情報工学部長）             委員（デザイン学部長）  
           委員（附属図書館長）        
     委員（全学教育研究機構長）             委員（非常勤：学外者）２人  
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【大学部門】            
               
    看護学専攻（博士前期課程）  
         
     （大学院）          
       栄養学専攻（博士前期課程）  
      保健福祉学研究科    
              
        保健福祉学専攻（博士前期課程）  
         
               
        保健福祉科学専攻（博士後期課程）  
         
                      

 
 

        
       システム工学専攻（博士前期課程） 

 
      情報系工学研究科   
            
        システム工学専攻（博士後期課程）  
        
                      
                      
    

  
  デザイン工学専攻（修士課程）  

       
     

デザイン学研究科 
  

 
 

         
                
       造形デザイン学専攻（修士課程）  
         
               
                                  
        看護学科  
     （大学）    
              
      保健福祉学部   栄養学科  
        
               
        保健福祉学科  
         
               
        情報通信工学科  
         
               
 学 長     情報工学部   情報システム工学科  
       
               
        スポーツシステム工学科  
         
               
        デザイン工学科  
      デザイン学部    
              
        造形デザイン学科  
         
               
        語学センター  
         
               
      全学教育研究機構   情報教育センター  
        
               
        健康・スポーツ推進センター  
         
               
        産学官連携推進センター  
         
               
      地域共同研究機構   保健福祉推進センター  
        
               
        認定看護師教育センター  
         
               
        福祉・健康まちづくり推進センター  
         
               
      附属図書館        図書班  
             
               
             企画広報班  
              
               
         総務

課 
  

総務班 
 

            
               
             学部事務班  
      事務局         
              
             経理班  
              
               
             教務班  
     

 学生部長 
   教学

課 
   

            
         学生支援班  
         
               
               

 

（11）法人が設置運営する大学の概要 

 
大学の名称 岡山県立大学 
大学本部の位置 岡山県総社市窪木１１１番地 
学長の氏名 辻 英明（公立大学法人岡山県立大学理事長） 
学部等の名称 
 
 

修業 
 
年限 

入学 
 

定員 

収容 
 

定員 

  開設年度 
 
 

 
  備 考 
 

 
保健福祉学部 
  看護学科 
  栄養学科 
  保健福祉学科 

  年 
 
 ４ 
 ４ 
 ４ 

人 
 

４０ 
４０ 
６０ 

人 
 

１６０ 
１６０ 
２４０ 

 
 
平成５年４月 
平成５年４月 
平成５年４月 

 
 
 
 
 

情報工学部 
  情報通信工学科 
  情報システム工学科 
  スポーツシステム工学科 

 
 ４ 
 ４ 
 ４ 

 
５０ 
５０ 
４０ 

 
２００ 
２００ 
１６０ 

 
平成５年４月 
平成５年４月 
平成18年４月 

 
 
 
学科新設 

デザイン学部 
  デザイン工学科 
  造形デザイン学科 

 
 ４ 
  ４ 

 
４０ 
５０ 

 
１６０ 
２００ 

 
平成18年４月 
平成18年４月 

 
学科再編 
   〃 

保健福祉学研究科 
（博士前期課程） 
 看護学専攻 
  栄養学専攻 

 
 
  ２ 
 ２ 

 
 

 ７ 
 ６ 

 
 

 １４ 
 １２ 

 
 
平成９年４月 
平成９年４月 
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  保健福祉学専攻 
（博士後期課程） 
 保健福祉科学専攻 

  ２ 
 
  ３ 

  ７ 
 

 ５ 

 １４ 
 

 １５ 

平成９年４月 
 
平成15年４月 

 
 
定員変更 

情報系工学研究科 
（博士前期課程） 
 電子情報通信工学専攻 
 機械情報システム工学専攻 
 人間情報システム工学専攻 
 システム工学専攻 
（博士後期課程） 
  システム工学専攻 

 
 
 ２ 

２ 
２ 

 ２ 
  
 ３ 

 
 

２０ 
２０ 
１２ 
５２ 
 
６ 

 
 

 ４０ 
 ４０ 
 ２４ 
１０４ 

 
１８ 

 
 
平成９年４月 
平成９年４月 
平成22年４月 
平成25年４月 
 
平成11年４月 

 
 
 
 
専攻新設 
25年度再編 

デザイン学研究科 
（修士課程） 
 デザイン工学専攻 
 造形デザイン学専攻 

 
 
  ２ 
  ２ 

 
 
     ７ 
     ９ 

 
 
    １４ 
    １８ 

 
 
平成22年４月 
平成22年４月 

 
 
専攻再編 
   〃 

附属施設等 
 
 

附属図書館 
全学教育研究機構 
地域共同研究機構 

学生数  １,８６７人 
教員数     １６７人（専任教員数。ただし、学長を除く。） 
職員数       ３９人 

 
 
【大学の沿革】 
                     
平成 5年 4月  岡山県立大学（保健福祉学部・情報工学部・デザイン学部）開学 
         岡山県立大学短期大学部開学 
平成 9年 4月  大学院保健福祉学研究科，情報系工学研究科（修士課程）開設 
平成10年 4月  大学院デザイン学研究科（修士課程）開設 
平成11年 4月    大学院情報系工学研究科（博士後期課程）開設 
平成12年 6月    共同研究機構設置 
平成14年 4月    保健福祉支援センター設置 
               メディアコミュニケーション支援センター設置 
平成15月 4月    大学院保健福祉学研究科（博士後期課程） 開設 
平成15年 6月    サテライトキャンパス設置（～平成18年７月） 
平成17年 8月    全学教育研究機構設置 
平成17年10月    地域共同研究機構、産学官連携推進センター設置 
平成18年 4月    情報工学部スポーツシステム工学科設置 
               デザイン学部の学科再編 
                ビジュアルデザイン学科・工芸工業デザイン学科 

 → デザイン工学科・造形デザイン学科 
平成19年 3月    岡山県立大学短期大学部閉学 
平成19年 4月    公立大学法人岡山県立大学設立 
               保健福祉学部保健福祉学科改組 
平成22年 4月    大学院情報系工学研究科の専攻（博士前期課程）設置 

人間情報システム工学専攻設置 
デザイン学研究科の専攻（修士課程）再編 
ビジュアルデザイン学専攻・工芸工業デザイン学専攻  

→ デザイン工学専攻、造形デザイン学専攻 
平成23年4月  認定看護師教育センター設置 
平成24年3月  メディアコミュニケーション推進センター廃止 
平成24年4月  福祉・健康まちづくり推進センター設置 
平成25年4月  保健福祉学部保健福祉学科改組(社会福祉学専攻・子ども学専攻)設置 
       大学院保健福祉学研究科（博士前期課程）の看護学専攻再編（保健師国家試験受験資格取得） 
       大学院情報系工学研究科（博士前期課程）の専攻再編 
       大学院情報系工学研究科システム工学専攻（博士前期課程）設置 
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２ 平成２５年度に係る業務の実績に関する自己評価結果 

 
 

（１）総合的な評定 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

 平成 25 年度は、第１期中期計画（19 年～24 年度）の成果を踏まえ、時代の要請や社会・経済情勢の変化を

とらえながら、地域に根差し地域と共に発展する大学となることを目的に制定した第２期中期計画の初年度と

なった。新理事長の示した、１）全学教育に教養教育を積極的に導入する。２）国際交流を促進するとともに

グローバル教育を推進する。３）地域貢献について戦略的に取り組む。の運営方針を教職員が共有し、中期計

画の各項目に基づく年度計画の推進に取り組んだ。 

 25 年度は、上記運営方針を実行するための体制作りに着手したところであり、これらの完成を含めて今後、

第 2 期中期目標を十分達成するには 26 年度以降の取り組みが重要となる。 

 以上の内容を総合的に判断し、25 年度の業務に対する自己評価は「順調」とした。 

 

なお、デザイン学部で発生したとされる入学試験の採点に関する問題（25 年 2 月、本学教員が告発）につい

ては、事態解明のため、弁護士を委員長とする調査委員会を設置した。そして、当委員会の調査結果「告発内

容のような事実はない（5月）」を受け、告発を行った教員に対し、事実でない情報（入試が公正に実施されな

かった）を報道機関に提供し、本学の名誉と信用を著しく傷つけた等の理由により、停職３か月とする懲戒処

分を行った（9 月）。また、今回の事態を機に、入試に関する業務を見直した。（（２）評価概要のｲの（ｴ）の

【評価の充実】②のとおり） 

処分を行った教員から停職処分を無効とする等の訴えが提起（12月）され、現在係争中である。 

 

（２）評価概要 

 

ア 全体的な状況 

 

大項目ごとの自己評価の詳細は次の通りであった。 

大項目Ⅱ「大学の教育等の質の向上」では、「達成」が 3％（2 項目）「概ね達成」が 90％（52 項目）「や

や未達成」が 7％（4項目）となった。 

  大項目Ⅲ「業務運営の改善及び効率化」では、「概ね達成」が 65％（13 項目）「やや未達成」が 35％（7 項

目）となった。 

大項目Ⅳ「財務内容の改善」では「概ね達成」が 91％（10 項目）、「やや未達成」が９％（1 項目）であっ

た。 

大項目Ⅴ「自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供」では 2項目全てが「概ね達成」となった。 
大項目Ⅵ「その他業務運営に関する重要事項」では５項目が「概ね達成」、１項目が「やや未達成」となっ

た。 
 

 

表１ 自己評価の概要 



 

- 5 - 

イ 大項目ごとの状況 

 

(ｱ) 大学の教育研究等の質の向上に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【教育】 

主な取組と課題 

①    

・ 看護学科の国家試験合格率は、看護師 97.6％、保健師 97.7％、助産師 100％ 

であった。平成 20 年度以降看護師においては合格率 100％を維持していたが、25 年度は全員合格の目標を達

成できなかった。 

・ 栄養学科の管理栄養士国家試験の合格率は 90.2％であり、24年度合格率 94.7％を下回った。 

・ 保健福祉学科の社会福祉士国家試験の合格率は、84.5％と 24 年度合格率 51.8％を大きく上回った。時代の

ニーズに合わせ新設された子ども学専攻ではカリキュラムの実施状況も順調であり、学生の満足度も高く、ま

た 26 年度以降の課題も把握された。 

・ デザイン学部では、文部科学省の「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」を活用し、企画

提案型人材の育成に取り組んだ。 

・ 大学院教育では、いずれの研究科においてもプレゼンテーション能力の向上を目指した授業の実施や、国際

的な場での研究発表の奨励により、グローバル人材の育成に努めた。しかし、デザイン学研究科においては、

院生の学外発表が前年に比べて大きく減少した。原因の分析等を行い、改善に向けた取組が必要である。 

② 本学の教育理念に照らし、全学的に統一的なカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーを策定した。

今後、これらを元に、アドミッション・ポリシーを精査することとしている。 

③ 教育課程については、全学教育研究機構内に、教養教育改革企画立案チームを発足させ、教養教育の充実に

向けて具体的な検討を開始した。27 年度の全学教育のカリキュラム改正にむけて活動を展開する。 

④ 新入生に対して入学前教育やフレッシュマンセミナーを実施し、大学教育への円滑な導入を行った。 

⑤ 19 名の教員を公募により採用した。 

⑥ 語学センターの設備・支援の充実により、TOEIC IPテストの受験者数が 99 名となった。また、附属図書館

の環境整備によりグループ閲覧室の利用件数が大幅に増加した（74件→172 件）。 

⑦ 教育の質の改善として、学生による授業評価アンケート、卒業時アンケート、教員による相互授業参観、全

学 FD 研修会等に取り組んだ。授業評価アンケートでは、前期・後期ともに、アンケート実施科目（前・後期

延 733科目）の全体の平均値は 4点（5 点満点）を上回った。 

 

【学生への支援】 

① オフィスアワーに限らず、担当教員による個人指導、学業・進路に関する面談を行い、学生をサポートした。

メンタル面での支援を必要とする学生を早期に発見するために、UPI 学生精神的健康調査の実施結果をカウン

セラー・教職員間で共有し早期に効果的なサポートを行った。 

② 授業料減免及び各種奨学金制度の周知を例年どおり行った。 

③ キャリア形成を図るために、インターンシップへの参加を積極的に推進し、新たなインターンシップ受入先

の開拓を行った。また、就職支援として就職相談や就職ガイダンス、自己分析検査・模擬試験等の実施、求人

情報の効果的な収集・発信といった全体的な取り組みと、各学科・学部が行う、メーリングリストによる情報

提供や卒業生によるガイダンス実施等の取組みを行い、卒業生（学部生）の就職率は前年度 95.4％から 96.1％

に上昇した。 

 

【研究】 

① 研究者としての教員の水準向上のために、各学部学科で、著書、学術論文、学会等の学外での研究発表件数

について目標を定めて、取り組んだ。また、「岡山県立大学学術情報リポジトリ」を立ち上げ論文の公開を開

始した。（25年度は学位論文及び許諾の得られた紀要掲載論文を公開した。） 

 

【地域貢献】 

① 関係規程の改正を行い、地域共同研究機構の業務推進体制を強化した。 

② 共同研究等の外部研究資金の獲得について、件数ベースでは目標に達しなかったが、獲得金額では 24 年度

実績を大きく上回った。（61,814 千円→90,304 千円） 

③ 保健福祉推進センターでは、福祉専門職を対象にした研究会、「県大そうじゃ子育てカレッジ」の実施,7 糖

尿病相談室の開設等積極的な活動を行い、地域の福祉向上に寄与した。 

④ 福祉・健康まちづくり推進センターでは、シンポジウムを開催したが、全体的に活動が低調であった。26 年
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度以降は、研究テーマである「地域包括ケアシステム」と COC事業（※）との有機的な関連により、地域との

連携を強化し地域貢献に資することが求められる。 

  ※COC事業（地（知）の拠点事業（大学 COC 事業）） 

大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献を進める。また、課題解決に資

する様々な人材・情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在として、大学の機能強化を図る。 

 

【産学官連携】 

① 教員等が企業を訪問し、研究内容の紹介・技術相談を行うアクティブラボは、訪問企業数が 28社から 38社、

訪問回数が 32回から 42回へと前年度を上回る実績をあげており、活動が促進された。 

② 本学の研究シーズの情報発信が不十分であるという現状を解消するために「研究シーズ集」の発行を行った。 

③ 特別研究費の配分を受けた研究についての評価方法として、学外者による講評を検討したが実現には至らな

かった。今後、研究の評価を行う方策を検討する必要がある。 

 

【国際交流】 

① 国際共同研究は全学で 9 件実施された。（目標 10件） 

② 国際交流協定締結先は 25 年度には増加しなかったが、今後の協定締結を見通し海外の大学との交流や協定

締結準備等を行った。 

③ オーストラリアアデレイド大学での語学・文化研修及び香港へのスタディツアーを企画し学生の派遣を行っ

た。韓国又松大学校、韓国南海大学から 16名の日本語・文化研修生を受け入れた。留学生の送り出しは 0人

のままであり、受入においては 24年度 10 名から 12名へと増加した。 

 

【大学間連携】 

① 大学コンソーシアム岡山への講義提供等を行ったが、24年度からの進展は見られなかった。 

 

 

(ｲ) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

① 運営体制の改善において、教員組織と事務組織では、教育研究者と管理運営者としての立場の違いがあり、

業務によっては相互の理解が十分でない面が見受けられた。また、委員会等の大学運営に関する審議結果が

各教員に必ずしも明確に伝わっていない。各組織や教職員が個々の役割を理解し的確な対応を行う必要があ

る。 

② 全学的、中長期的な運営方針として 3 つの基本方針が決定された。 

③ 地域に開かれた大学の推進のために、公開講座やアクティブキャンパスを実施した。アクティブキャンパス

の実施実績が 24年度に比べて減少した。（全学で 22 講座 154回→17講座 98回） 

 

【教育研究組織】 

① 教育研究活動を支援する組織として、大学教育開発センター（仮称）の設置に着手した。（設置は 26 年度

を予定。） 

 

【人事の適正化等】 

① 全ての任期付き教職員と労働契約書を取り交わし、教職員の任期等更新審査を適切に実施するとともに、教

員定数について 6年間で 9名の削減を決定した。（25年度は 1 名削減を決定） 

② 教員の個人評価については、その結果の待遇面への反映を、26年度に検討することとした。 

 

【事務等の効率化・合理化】 

① 事務効率化のために、事務局内の業務の効率化や情報共有を目的に、スケジュール管理や設備予約(公用車、

会議室)、アドレス帳等が共有できるグループウェアを導入した。 

② 法人採用事務職員を 4名採用するとともに、事務職員の学外研修への参加を計画的に行った。 
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(ｳ) 財務内容の改善に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【自己収入の増加】 

① 文部科学省「科学研究費助成事業」については、教員が計画書作成時に「チェックリスト」を作成するなど、

全学的獲得に向けた取り組みを行った結果、25 年度申請分についての採択件数は 56 件、金額は 89,838 千円

となり前年度から 7,938 千円増加した。 

 

② 共同研究等の外部研究資金の獲得では、産学官ネットワークを活用した情報収集と情報発信を迅速に行うこ

とで目標を上回る資金を獲得した。（目標 75,000 千円→90,304千円） 

 

③ その他の自己収入の確保については、施設・設備の利用促進が図られるよう PR を図るとともに、有料の講

習会の開催等を検討する必要がある。 

 

【資産の管理運用】 

① 岡山県から補助金の交付を受け、大規模修繕計画に基づき、施設・設備を更新した。 

 

【経費の抑制】 

① 省エネルギーの徹底により、エネルギー使用量が前年比 98.7 パーセントに抑制された。 

 

 

(ｴ) 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【評価の充実】 

① 「岡山県立大学広報活動強化プラン」を作成し広報活動強化に関する方針と、26年度末までのアクションプ

ランをまとめた。 

② デザイン学部の入試に関する告発問題を契機とし、本学の入試に関する業務を見直した。その結果、採点責

任者の役割を明文化し、公平性・公正性を一層確保した。また、入学問題の作成において、過去問題との重

複の有無を 2重に確認する仕組みを作った。 

 

 

（ｵ) その他業務運営に関する重要事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

【安全衛生管理】 

① 危機管理マニュアルの整備を計画したが、作成出来なかった。 

 

（３）対処すべき課題 

 

平成 25年 4 月、新理事長の就任に伴い次の 3つの運営方針を提起した。 

・全学教育への教養教育の導入 

・国際交流の促進を通じたグローバル教育の推進 

・地域貢献に関する戦略的な取組 

その後、第 1期中期計画に係る実績報告書の作成（25年 6月）にあたり、 

対処すべき課題として、次の 4つの課題を提起した。 

・全学教育の内容及び方法の全面的な見直し 

・グローバル教育及び国際交流の推進 

・評価委員会の役割の見直し 

・外部資金の獲得の推進 
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これらを総合すると、課題は次の 5 つの事項となる。これらに対する 

25 年度の取組状況を点検し、今後対処すべき課題を述べる。 

 

① 全学教育の内容及び方法の全面的な見直し 

全学教育における教養教育を充実するため、25 年度は、全学教育研究機構に教養教育改革企画立案チームを

立ち上げ、教養教育の理念、カリキュラム作成の方針などを立案した。これらの方針は、26 年 4 月に設置した

大学教育開発センター準備室の下で全学教育研究機構及び学部教員で構成する WG に引き継がれ、新カリキュラ

ムの 27年度開講を目指して作業を進めている。 

このような教育改革は数年かけて定着すべき課題であり、今後実のあるものにするためにも、準備室を秋まで

に大学教育開発センター（仮称）として整備し、これらの教育改革に取り組む必要がある。そして、カリキュ

ラムの継続的な見直しや教育方法の改善といった、ＦＤ活動を充実させる必要がある。 

 

② 国際交流の促進を通じたグローバル教育の推進 

わたしたちは現在グローバル社会に生きている。本学の学生は卒業後その社会に巣立って行くので、卒業生

には国際的な視野を身に付けさせることが必須の課題といえる。そのためには、本学は国際交流を活発に推進

してグローバル化しなければならない。その方策の一つとして、海外、特に東アジアを中心に学術交流協定大

学を拡大する必要がある。インドネシアのハサヌディン大学と 26 年 4月末に学術交流協定を締結し、オースト

ラリアのアデレイド大学と 26 年 12 月に学術交流協定を締結することとしている。また、中国の四川大学、南

昌大学及び上海交通大学を学長が訪問し、学術交流を推進することで合意した。さらに、新しい試みとして、

26 年 3 月にアデレイド大学での語学・文化研修と香港における海外スタディツアーを実施した。さらに、授業

の一環として学生を海外派遣するプロジェクトを、教育力向上支援事業で支援する等国際交流の順調な進展が

見受けられた。海外からの留学生の受入れ状況は、25 年度新たに学生 6 名（交換留学生 2 名、研究生 3 名を含

む）を受入、留学生数は 12 名となり、24年度から 2名の増加となった。各学部、学科及び研究科での事情を考

慮し、受入に向けた態勢、環境の整備を検討していく必要があるといえる。 

次に、国際交流を推進するに当たり、英語によるコミュニケーション力の養成が重要である。本学の英語教

育においても、26 年度から中級英語を必修にしたところであるが、この改善は従来の英語教育の延長線上に位

置付けられる。今後、使える英語力を養成することに視点を置き、本学の英語教育を抜本的に見直す必要があ

る。当改革は 26 年度から見直しを開始したところであるが、28年度からの新カリキュラムの導入を目標とした

い。 

 

③ 評価委員会の役割の見直し 

25 年度に評価委員会の役割について検討した結果、当該委員会は大学の評価に関する業務に重心を置くべき

とした。これを受けて 26 年度当初の評価委員会で特定業務を推進するために設置する部会の見直しを行った。

これまで教育年報部会、社会貢献年報部会、教育研究者総覧部会、ＦＤ部会、認証評価部会及び個人評価部会

の 6つの部会を設置していたが、個人評価部会及び認証評価部会のみとした。 

今後は、適正かつ効果的な評価を目指し、教員の個人評価システムの見直し等を進めていくとともに、廃止

した部会の業務（教育年報、教育研究者総覧、ＦＤ活動及び社会貢献年報）が滞ることのないように点検する

必要がある。 

 

④ 外部資金の獲得の推進 

科学研究費、共同研究費、受託研究費ならびに教育奨励寄付金等については例年通りの成果を出している。

しかし、科学研究費については、学部の特性の違いを考慮しても学部間の差が大きいので、この点を克服する

必要がある。また、国からの大型予算を取れるような戦略的な取組が求められる。 

 

⑤ 地域貢献に関する戦略的な取組の推進 

地域共同研究機構は本学の地域貢献の拠点となる組織であり、現在産学官連携推進センター、保健福祉推進

センター、認定看護師教育センター及び福祉・健康まちづくり推進センターが設置されている。これまで本機

構を中心にして、地域の産業・学術・文化の振興に貢献してきたが、地域からは本学が期待するほど高い評価

を受けていないのが現状である。これまで、多くの共同研究などを実施し、地域の産業の活性化に貢献してい

るが、評価が上がらない原因は、地域貢献活動が組織的、戦略的に行われていないこと、十分な広報活動を行

っていないことなどが考えられる。 

25 年度では、本学の地域貢献活動について点検を行い、地域共同研究機構および各センターの業務の在り方

を検討して規程を改正するとともに、次の方針（課題）を定めた。 

・ 地域共同研究機構の機能を充実させ、共同研究や技術相談など産業の支援に繋がる活動が高い成果を生み

出すよう、従来以上に積極的な支援を行う必要がある。 
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・ 26年度 4月に応募した大学 COC 事業の策定において連携することとなった県下の４自治体との包括協定を

視野に、各自治体が抱える地域の課題に積極的に取り組み、本学の存在感を高める活動を行う必要がある。 

COC事業は従来の地域貢献とは異なり、行政や産業等との協働による地域課題の解決を図る中で、地域人材の

発掘及び本学学生の体験的アクティブラーニングを行う場としての機能を持たせることを想定している。こ

れらの実現に向けて、地域共同研究機構と大学教育開発センター（仮称）及び学部学科等が連携して取り組

む必要がある。 

また、この COC 事業が不採択となった場合でも、内容を見直して事業化することが必要と考えている。 

以上、5 つの課題について、25 年度の活動状況を点検・評価した。「③評価委員会の役割の見直し」について

は、当面の課題を解決したところであるが、残りの 4 つの課題については今後の対処すべき大きな課題として

取り組んでいかなければならない。 

併せて、第 2 期中期計画には、これら課題が明確に取り入れられていないことを考慮し、26 年度では、27 年

度計画の策定に合わせて中期計画の一部を見直すことも検討する必要がある。 



 

- 10 - 

（注 記） 

１ 左枠外の番号は、最小項目の評価番号を記載している。 

 

２ 「実績状況欄」で他の最小項目の状況を参照する場合、該当箇所を年度計画の項目番号で示し、最後に最

小項目番号を追記している。 

 

例 Ｐ44、最小項目 45  Ⅱ - １ - (2) – ウ-(ｴ)  ［NO.25］を参照 

年度計画項目番号       最小項目の評価番号 

 

３ 自己評価の評価点数が ２点・４点 の場合、評価時の考え方を「実績状況欄」に記載している。 

例 Ｐ○、最小項目○ 

 

［評価時の観点］ 

○○での○○の○○等により、○○○○○の合格率 100％が達成できた。  

自己評価を行った際の考え方                 
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３ 中期計画の各項目ごとの実施状況 

 

Ⅰ 基本理念等 

公立大学法人岡山県立大学は、「人間尊重と福祉の増進」という建学の理念と、「人間・社

会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」という教育研究の理念を基本理

念とする。 

  この基本理念に基づいて、学術の進展と教育の振興を図り、福祉の増進、文化の向上、地域

産業の発展等に寄与する公立大学ならではの研究活動に取り組むとともに、知性と感性を育み、

豊かな教養と深い専門性を備えて岡山の新しい時代を切り拓く知識と高度な技術を身につけた

実践力のある人材を育成する。 

 

 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

建学及び教育研究の基本理念のもと、高度な専門性と豊かな人間性を身に付け、地域や社会に貢献

できる人材を育成する。 

(1) 教育の成果に関する目標 

 

 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

ア 学士教育 

(ｱ) 保健福祉学部においては、高度で多様な能力を有し、地域社会における人々の健康の増進と

福祉の充実に貢献する人材を育成する。 

(ｲ) 情報工学部においては、情報技術を活用して、人間を中心に据えた社会の形成に貢献できる

技術者の育成を目指す。   

(ｳ) デザイン学部においては、あらゆる人間生活の場で、文化面での質を向上させる多様で社会

化志向の強いデザイナーを育成する。 

イ 大学院教育 

(ｱ) 保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

保健・医療・福祉分野において、社会の要請に応えうる新しい知識や理論を修得する教育

研究を行い、優れた指導者、管理者、実践者等を育成する。 

【博士後期課程】 

人間の健康問題を生命・栄養・看護・福祉など多方面から科学的に解明するとともに、こ

れら諸分野の学術的な拠点を構築し、保健と福祉に関する諸問題を解決できる高度な見識を

備えた教育者、研究者を育成する。 

(ｲ) 情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

情報工学とその関連分野である電子、通信、機械工学等の高度な知識と、柔軟な応用力を

もつ技術者、研究者を育成する。 

【博士後期課程】 

専門分野の深化と統合に留まらず、これを未知の分野に応用し、新たな問題発掘とその解

決に指導的な役割を果たせる教育者、研究者、技術者を育成する。 

(ｳ) デザイン学研究科 

【修士課程】 

デザイン理論の深化によるデザイン学の確立を目指すとともに、多様化したデザイン環境

に対応するため、高度な専門的知識・能力・技術と総合的視野を備えた指導的実務者、研究

者としてのデザイナーを育成する。 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 Ⅱ 大学の教育研究等の質の

向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の

向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 ― 

 １ 教育に関する目標を達成

するためとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 ― 

 ア 現代社会の一員として

生きる基礎能力を養う。 

ア フレッシュマン特別講

義をはじめ、全学教育科

目を幅広く受講させ、現

代社会で生きる心構えを

学びとらせる。 

― ― 

 イ 専門性を修得させると

ともに、専門を起点とす

る知識の拡がりを把握さ

せる。 

イ 学部教育における専門

科目間の連携に重点を置

き、専門性の修得と専門

を起点とする知識の拡が

りにつながるよう教育を

行う。 

― ― 

 ウ 創造力と統合力を修得

させる。 

ウ 卒業研究を重点とし

て、創造力と統合力を修

得させる。 

― ― 

 エ コミュニケーション能

力と継続学習能力を育成

する。 

エ 実験、演習及び実習の

科目を中心に、コミュニ

ケーション能力と継続学

習能力を育成する。 

― ― 

 （１）教育の成果に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（１）教育の成果に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（１）教育の成果に関する目標を達

成するためとるべき措置 

― 

 ア 学士教育 ア  学士教育 ア  学士教育 ― 

 （ｱ）保健福祉学部   （ｱ）保健福祉学部  （ｱ）保健福祉学部 ― 

1 ① 看護学科 
・ 確かな専門知識・技
術・判断力に裏づけされ
た高い倫理性を持つ看
護師・助産師を育成する
ための教育を充実させ
る。 

・ ヒューマンケアリン
グが実践できる能力を
育成するための教育を
充実させる。 

 
○ 国家試験の合格率 (％) 
看護師国家試験 現状 99  
目標 100 
助産師国家試験 現状100  
目標 100 
保健師国家試験 現状 97 
目標  97 

※ただし、保健師国家試験

①看護学科 

・ 確かな専門知識・技
術・判断力に裏づけされ
た高い倫理性を持つ看
護師・助産師を育成する
ための教育を充実させ
るために、新カリキュラ
ムで新たに設けられた
科目の有効性について、
継続的に評価するため
の指標を平成 25年度か
ら 3年計画で作成する。 
 
・ 学内演習や臨地実習
における学生の振り返
りと指導により、ヒュー
マンケアリングが実践
できる能力の育成を目
指す。 
 

①看護学科 
・ 平成 24 年度カリキュラム改正

時に重視した科目及び基礎的科
目について、評価指標を作成し、
科目担当教員が検討を開始し
た。実習に関する到達度につい
ては継続的な調査を行い、比較
検討中である。 
 
 
 
 
 

・ アセスメント能力の充実やPBL

（課題解決型学習）を取り入れ

た授業、コミュニケーション能

力の向上のためのディベートを

取り入れた講義などを行い、ヒ

ューマンケアリング実践能力の

育成を図った。 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

の受験は平成27年3月の

卒業生まで。 

 

 
 
・ 看護師、保健師及び
助産師の国家試験支援
体制を継続し、看護師と
助産師国家試験の合格
率   100％、保健師
国家試験の合格率 9
7％を達成させる。 

○平成25年度国家試験合格率  

看護師国家試験 97.6 ％(100％)  

※合格者数／受験者数= 40 /41 人 

(44/44人) 

＊全国平均89.6 ％(88.8％) 

保健師国家試験97.7 ％(100％) 

※合格者数／受験者数= 42/43 人 

(45/45人) 

＊全国平均86.5％(96.0％) 

助産師国家試験100 ％(100％) 

※合格者数／受験者数=4/4 人 

(3/3人) 

＊全国平均96.9 ％(98.1％) 

※（ ）内は、24年度実績 

2 ② 栄養学科 
・ 栄養科学の基礎から
応用まで高度な知識と
実践力を育成する教育
を充実させる。 

・ グローバルな視野を
もって問題を解決でき
る人材を育成する教育
を充実させる。 

 

○ 国家試験の合格率(％) 

管理栄養士国家試験 

現状  92 目標  95 

②栄養学科 

・ 基礎科目と応用科目
の連携を取り系統的な
教育を行うために、既
存の臨地実習連絡会議
に加えて、基礎系科目
連絡会議、実践教育連
絡会議を設置する。 

 
・ 日中韓トライアング

ル協定に基づくコンソ
ーシアム科目(中国南
昌大学で実施予定)へ
の参加を 1・2 年次生に
奨励する。 

・ 管理栄養士国家試験
の合格率 95％を達成
するため、学生に対す
る補講や模擬試験など
の国家試験対策を充実
し、最新の情報提供を
行うとともに学生の自
主学習を支援する。模
擬試験の結果を踏ま
え、きめ細かな個別指
導を行う。 

②栄養学科 

 ・ 臨地実習連絡会議、基礎系科

目連絡会議、実践教育連絡会議

を設置するとともに、管理栄養

士国家試験ガイドラインに沿っ

てシラバスの見直しを行った。 

 

 

・ 日中韓コンソーシアムを 8 月

に中国南昌大学で実施した。（1

年次生 2 名、2年次生 2 名、4 年

次生 1名が参加） 

  

 

 ・ 校内模試（2回/年）及び業者

模試（6 回/年）を実施し、学生

ごとに成績の推移を解析して学

習の効果を明らかにした。 

○平成 25年度国家試験合格率 

管理栄養士国家試験 90.2 ％

（94.7％） 

※合格者数／受験者数=37 /41 

人 

(36/38 人) 

＊全国平均48.9 ％(38.5％) 

※（ ）内は、24年度実績 

 

 

３ 

3 ③ 保健福祉学科 
・ 社会福祉学専攻では、

実践力を備え新しい福
祉ニーズに対応できる
専門職を育成するため
の教育を充実させる。 

・ 子ども学専攻では、
幼保一体化に対応した
専門職を育成するため
の教育を充実させる。 

 
○ 国家試験の合格率(％) 

③保健福祉学科 

【社会福祉学専攻】 
・ 実践力を備え新しい福

祉ニーズに対応できる
専門職の育成のための
新カリキュラムを平成2
5年度から実行する。 

 
 
・ 「就労支援制度」の授

業を、非常勤講師ではな
く学科の教員が担当す

③保健福祉学科 
【社会福祉学専攻】 

・ 新カリキュラムとして、医

療的ケアに関する講義と演習

を開講した。また、医療的ケ

アの技術が未熟な学生に対し

ては、個別指導により支援し

た。 

・ 学科教員 3 名が、就労支援

の理論（6回）と、就労支援

の実際（8回）に関する講義

 

４ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

社会福祉士国家試験 
現状  78 目標  80 
介護福祉士国家試験 
現状   - 目標  95 

 ※ただし、介護福祉士国

家試験の受験は平成

28年3月の卒業生から

開始される。 

 

ることにより内容を充
実させる。 

・ それらの実施状況（成
果と課題）を点検する。 

・ 社会福祉士国家試験に
関して、合格率75％を達
成するため、4年次生へ
の支援体制を継続する
とともに、低年次生に対
する情報提供にも努め
る。 

 
 
 
 
 
 
 
【子ども学専攻】 

・ 幼保一体化に対応し、

保育士と同時に幼稚園

教諭一種免許を取得す

るための新カリキュラ

ムを平成25年度から実

施するとともに、その実

施状況（成果と課題）を

点検する。 

を行った。専門性の高い講義

に努め、学生から高い授業評

価を得ることができた。 

 

・ 4 年生を対象に模試を 3 回

実施（延べ 128 名が参加）す

るとともに、社会福祉士国家

試験に合格した卒業生による

国家試験対策講演会を開催

（39名参加）した。 

○平成 25年度国家試験合格率 

社会福祉士国家試験 84.5％

（51.8％） 
※合格者数／受験者数=49/58 人 

(29/56 人) 
※（ ）内は、24 年度実績 

 
【子ども学専攻】 

・ 子ども臨床講座の教員が、

前期末と年度末の 2 回、カリ

キュラムの実施状況（成果と

課題）を点検した。「福祉と

教育が融合した子ども学」を

志向した新カリキュラムの実

施状況は順調である。一部の

学生に学習状況について聴取

したが、学生の満足度は高か

った。課題としては、教育効

果の高い現場体験を、2 年次

にも組み込んでいくことが挙

げられ、これについては 26年

度に対応する予定 

[評価時の観点] 

社会福祉士国家試験において、合

格率の目標を達成した。（目標 75→

84.5） 

子ども学専攻開設 1 年目のカリキ

ュラム実施も順調であり、学生の満

足度も高く、次年度以降の課題も明

確になった。 

4 （ｲ）情報工学部 
科学技術の進展とグロ

ーバル化、地域・社会にお
ける産業・技術の動向など
を踏まえ、環境変動に適切
に対応できる技術者を育
成するため、専門分野別に
学科横断的な教育プログ
ラムを整備充実させる。 

特に、スポーツシステム

工学科については、人体の

動的な特性の解明に重き

（ｲ） 情報工学部 

・ 平成23年度入学生か

ら開始された3学科共通

の横断的情報系教育プ

ログラム（講義科目）を

中心に、実施状況を常に

点検する。 

 

 

・ スポーツシステム工

学科では、平成25年度入

学生から開始される人

（ｲ） 情報工学部 

 ・ 情報系科目について、継続し

て横断的教育プログラムを実施

し、3 学科共通講義を行った。

特に平成 25年度 3年次生対象科

目「データ工学」「数理計画法」

等、情報工学部の学生が身につ

けるべき情報工学の基礎となる

計 8科目を実施した。 

・ スポーツシステム工学科では、

人間系サイエンスと情報系エン

ジニアリングを融合した教育プ

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

をおく人間系サイエンス

とＩＣＴを駆使した情報

系のエンジニアリングを

融合した教育を充実させ、

超高齢社会の諸問題の解

決に貢献できる技術者の

育成を目指す。 

間系サイエンスと情報

系エンジニアリングを

融合した教育プログラ

ムを自己点検すること

ができる体制を整える。 

ログラムの自己点検のための作

業計画の策定に着手した。 

 

 

 

 

5 （ｳ）デザイン学部 
デザイン学の確立を図
り、地域の 

課題解決ができる企画提
案型人材を育成するた
め、実技教育、少人数教
育など、柔軟で多様な教
育体系や指導方法を整備
充実させる。 

（ｳ）デザイン学部 

・ 学部の教育プログラム

を 4領域に再編し教育

体系の融合を図るとと

もに、デザイン学の確立

や指導方法の検討を行

う学部内横断型のデザ

イン学教室を新たに編

成する。 

・ 企画提案型人材の育成

のため、文部科学省の補

助事業「産業界等との連

携による中国・四国地域

人材育成事業」を活用す

る。 

（ｳ） デザイン学部 

・ 教育プログラムを4領域に再編

しカリキュラムを決定した。ま

た、デザイン学の確立や指導方

法の検討を行う学部内横断型の

デザイン学教室を新たに編成し

た。 

 

 

・ 企画提案型人材の育成のため、

文部科学省の補助事業「産業界等

との連携による中国・四国地域人

材育成事業」を活用し、岡山市内

の関連施設「サテライトラボegg」

の重点的運用を開始した。  

３ 

 

－ イ 大学院教育 イ 大学院教育 イ 大学院教育 ― 

― （ｱ）保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

（ｱ）保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

（ｱ）保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

― 

6 ① 看護学専攻 
・ 国際的な視野を持ち、

高度な知識・技術・研
究能力を身につけた専
門職の育成を目指す。 

・ 平成25年度から大学
院博士前期課程に移行
する保健師教育におい
ては、学士課程との効
果的な連続性に留意し
つつ、教育プログラム
の展開を図る。 

 
○ 国家試験の合格率 (％) 
保健師国家試験  

現状 - 目標 100 

※ただし、国家試験の受験

は平成27年3月の修了生

から開始される。 

① 看護学専攻 

・ 国際的な視野を持ち、

高度な知識・技術・研

究能力を身につけた専

門職を育成するため、

改正したカリキュラム

に基づき、新講座体制

で教育の充実を図る。 

・ 研究能力の向上と国

際学会及びプロジェク

トへの参加を目指し、

講座ごとにゼミナール

を定期開催し、論文の

中間発表会を開催す

る。 

 

 

・ 保健師教育について

は、学士課程の国際保

健看護論との連続性に

留意しつつ、国際保健

看護学特論・演習を海

外フィールドで行う。 

①看護学専攻 
・ 新講座ごとのゼミナールを次

のとおり開催し、看護学専攻全
体の中間発表会を 3 回開催し
た。 

〈ゼミナールの開催状況〉 
基礎看護学講座 14回 

（担当教員別に実施） 
発達看護学講座 全体１回 

（成人老年 6回、母性 6 回、小
児 2回） 
広域看護学講座 12回 

・ 外国人講師の英語による授業
や岡山で開催された国際医療
貢献シンポジウムへの参加に
より、英語によるコミュニケー
ションの動機付けを行った。 

  また、24年度の修了生が国
際学会で発表した（1演題）。 

・ 保健師教育については、26
年度にネパールで国際保健看
護学演習を行うため現地教員
との打合せを行った。 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

7 ② 栄養学専攻 

・ 国際的な視野を持

ち、高度な知識・技

術・研究能力を身につ

けるとともに、それを

生かして地域社会で

指導者・実践者として

貢献できる人材の育

成を目指す。 

② 栄養学専攻 
・ 大学院生の国際学会

での発表を奨励する。 
 
 
 
・ 海外講師による開講

科目を学生全員に履
修させる。 

 
・ 英語でのプレゼンテ

ーションのスキルア
ップのために、特別講
義を組み入れる。 

 
・ 実践力のスキルアッ

プのために、認定看護
師教育センターで行
われる地域住民を対
象とする糖尿病相談
室への学生の参加を
支援し、栄養指導実践
の機会を提供する。 

②栄養学専攻 
・ 9月にスペインで開催された第

20回国 
際栄養学会議に院生1名が参加
し、英語 

によるポスター発表を行った。 
  ・ 海外講師による「東アジア栄

養学特論」 
を8月に集中授業で開講し、M1
院生6名全員が履修した。 

  ・ 外部講師による特別講義「研 
究成果をいかに上手にアピール 
するか－国際学会発表編」を開 
催した。 

  
  ・ 平成25年8月に設置された糖尿 

病相談室への院生の実践参加の 
あり方を検討した。 

 

３ 

8 ③ 保健福祉学専攻 

・ 国際的な視野を持

ち、保健福祉領域にお

ける諸問題を多面的

な観点から探索し、問

題解決能力を有する

高度な専門職の育成

を目指す。 

③保健福祉学専攻 

・ 英語での研究発表の
ための特別講義を開
催する。 

 
・ 国際学会への参加を

奨励する。 

 

③ 保健福祉学専攻 
・ 保健福祉学科の教員が、英語

による研究発表を行うための特
別講義を 6～7月に 3回開催し、
院生 1名が参加した。 

・ 院生に国際学会への参加を奨
励したが、参加者はなかった。 

３ 

 

― 【博士後期課程】 【博士後期課程】   【博士後期課程】 ― 

9 ① 看護学大講座 

・ 看護の知を創造し

て、国際的な場で教育

研究を遂行・実践でき

る人材の育成を目指

す。 

・ 保健・医療の質の向

上に貢献できる看護

のリーダーの育成を

目指す。 

①看護学大講座 

・ 看護の知を創造し
て、国際的な場で教育
研究を遂行・実践でき
るよう指導を充実さ
せ、国際学会及びプロ
ジェクトへの参加を促
す。 

 
 

① 看護学大講座 

   ・ 看護学大講座の発表会を2

回開催した。外国人留学生の

英語によるプレゼン等につい

て、意見交換できるよう努め

た。 

・ 院生による研究発表件数 

    論文   4件（2件） 

国内学会 6件（9件） 

国際学会 0件（0件） 

※（ ）内は24年度実績 

 

３ 

10 ② 栄養学大講座 

・ 国際的な先端研究を

遂行でき、栄養学領域に

おいて地域社会で指導

者・実践者として貢献で

きる人材並びに国際的

な研究者となれる人材

の育成を目指す。 

②栄養学大講座 

・ 専門分野における国
際会議への参加を促す。 
・ 国際誌への論文投稿

を支援する。 
 
 
・ 海外研究者との共同

研究を奨励する。 

② 栄養学大講座 

  ・ 院生による研究発表件数 

論文      8件（ 3件） 

国内学会 18件（21件） 

国際学会  3件（ 9件） 

※ （ ）内は24年度実績 

    ※博士前期課程を含む 

     

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

11 ③ 保健福祉学大講座 
 ・ 創造性と国際的な視

野を備え、保健福祉領域
における学術の継承と
発展を担う教育者、研究
者の育成を目指す。 

 

③ 保健福祉学大講座 

・ 英語での研究発表の

ための特別講義を開

催する。 

 

 

・  国際学会への参加や

発表を奨励する。 

 

③ 保健福祉学大講座 

・ 保健福祉学科の教員が、英 

語による研究発表を行うため 

の特別講義を6～7月に前期課 

程と並行して 3 回開催した。 

院生 1名が参加した。 

・ 院生に国際学会への参加を 

奨励した結果、3 名が中国と韓 

国で学会発表を行った。  

・ 院生による研究発表件数 

論文発表 6件（13件） 

口頭発表 10 件（11 件） 

※（ ）内は 24 年度実績 

 ※口頭発表については、博

士前期課程の発表を含む。 

 

３ 

― （ｲ）情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

（ｲ）情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

（ｲ）情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

― 

12 技術者に求められる対

応領域の多様化・高度化及

び国際化に適合できるよ

うに、教育内容の刷新を図

る。 

・ 平成 25 年度入学生
から 1専攻化された
ことによる教育プロ
グラムへの影響を自
己点検することがで
きる体制を整える。特
に、学士課程 3学科と
の間で教育内容の連
続性に留意した教育
プログラムの展開が
実施されていること
を点検する。 

・ 社会ニーズに応じた
領域の多様化、高度化
及び国際化に適合で
きるように、大学院教
育の複合化と統合化
を図る。 

・ 研究科長、専攻長、3学科の 

教務専門委員で定期的に教育プ 

ログラムの見直しを行う体制を 

整えた。 

 

 

 

 

・ 専門領域の多様化、高度化を 

図ることができるよう教育プロ

グラムの見直しを行った。 

 

 

 

 

 

・ 院生筆頭による学外発表件数 

論文        5件（ 6 件） 

国際会議   15件（24 件） 

全国大会   99件（77 件） 

中四国大会 46件（73 件） 

※ ( )内は 24年度実績 

 

 

３ 

― 【博士後期課程】 【博士後期課程】 【博士後期課程】 ― 

13 国際的な視野を備え、情

報技術を多様な分野に展

開できる人材育成を図る

ために、教育内容及び指導

体制の刷新を図る。 

各種プロジェクトに大 

学院生を参加させ、学術

論文や国際会議等での研

究成果発表等を奨励する

とともに、実施状況(教育

の内容、方法及び体制)を

常に点検する。 

 

 ・ 院生が参加したプロジェク
トは、領域・研究プロジェク
ト（学内）のモノ・コトづく
り領域「人がつながる身体性
メディア技術」であった。 

・ 院生筆頭による学外発表件数 
論文       3件（4件） 
国際会議   1件（3件） 
全国大会   3件（4 件） 
中四国大会 0件（4 件） 

※ ( )内は 24年度実績 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 

― （ｳ）デザイン学研究科 

【修士課程】 

（ｳ）デザイン学研究科 

【修士課程】 

（ｳ）デザイン学研究科 

【修士課程】 

― 

14  専門的思考力・技術及び

国際的・総合的視野を備え

た指導的実務者、研究者と

してのデザイナーを育成

するための教育内容・実施

体制を充実させる。 

   研究科の教育プログラ

ムを 4領域に再編し教育

内容の融合に着手すると

ともに、シラバスの厳格

な運用を通じて専門的思

考力・技術力・総合力の

涵養に努め、研究指導と

の関連づけを図る。 

・ 4 領域に再編した研究科カ
リキュラムと、学部教育との
連続性を確保するため次年度
に向けての見直しを行った。 

 
 
 
・ 院生筆頭による論文発表等
及び作品に関する学外発表件
数 
①デザイン工学専攻 
論文      1 件（ 5件） 
国際会議  0 件（ 0件） 
全国大会  1 件（13 件） 
中四国大会 3 件（ 3 件） 
産官学連携プロジェクト 

      2件（ 0 件） 
②造形デザイン学専攻 
論文      6 件（ 9件） 
国際会議  0 件（ 0件） 
全国大会  1 件（11 件） 
中四国大会 2 件（ 3 件） 
産官学連携プロジェクト 

       0件（ 2件） 
※ ( )内は 24年度実績 

 

[評価時の観点] 

教育プログラムの再編等に係る点

検が行われていない。また、発表件

数が 24 年度に比べて大きく減少し

た。 

 

２ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（２）教育内容等に関する目標 

 

  

中 

 

期 

 

目 

 

標 

 ア 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

    全学及び各学部・学科並びに大学院各研究科・専攻における入学者受入方針を明確化する

とともに、それに対応した入学者選抜試験を実施する。 

  イ 教育課程 

     知性と感性を育み、豊かな教養と深い専門性を備えるとともに、問題発見能力及び問題解

決能力を備えた実学志向の人材育成を目指す。 

学士課程では、全学教育科目と学部教育科目の間で教育内容の連携を図りながら、時代と

社会の様々な要請に的確に対応できる能力を育成する。また、国際化に対応して、外国語教

育の充実に努める。 

     大学院課程では、学士課程との連携を保ちながら専攻分野に関する広範な専門知識の研究

指導を行い、高度な専門職に従事する人材、研究者を育成する。 

  ウ 教育方法                                           

     学士課程では、専門教育への円滑な移行のため、高大接続教育、入学前教育及び全学教育

を実施するとともに、専門教育の充実を図り、基礎知識及び応用能力を修得させる。これら

により、豊かな人間性を培う教育を推進する。 

     大学院課程では、広い視野に立って、専攻分野における研究能力を向上させ、より広い対

象に主体的に発揮できるよう研究指導を行う。また、他大学の大学院及び県内の研究施設と

連携して、教育研究を拡大する。  

     成績評価については、シラバス等に基づき厳格に行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）教育内容等に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（２）教育内容等に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（２）教育内容等に関する目標を達

成するためとるべき措置 

― 

15 ア 入学者受入方針（アド

ミ ッ シ ョ 

ン・ポリシー） 
全学及び各学部・学科

並びに大学院各研究科・
専攻における「どのよう
な学生を求めるのか」を
入学志願者にわかりやす
く情報提供する。 

また、求める資質の入

学者を適切に選抜するた

め、入学者選抜方式及び

試験内容の見直し・改善

を図る。 

 

 

ア 入学者受入方針(アド
ミッション・ポリシー) 

・ 学生募集に関わる行事
（オープンキャンパス、
大学見学、高校訪問、出
前授業、進学相談会等）
における入試広報におい
て、入学者受入方針をわ
かりやすく説明する。 

・ 志願者にとって一層わ
かりやすい入学者受入方
針の記述を検討する。 

 
 
・ 情報工学部においては、

平成 27年度入試から変更
される高等学校指導要領
に照らし合わせて、数学、
理科に関する入学者受入
方針の妥当性を検討す
る。 

 
 
・ 入学者を適切に選抜す

るため、各選抜方式で入

 ア 入学者受入方針（アドミッシ

ョン・ポリシー） 

・ 学生募集に関わる行事では、

スライド等の視覚情報を活用し

て入学者受入方針を分かりやす

く説明した。 

 

 

・ 25 年度に策定したカリキュラ

ム・ポリシー、ディプロマ・ポ

リシーを元に 26 年度アドミッ

ション・ポリシーを精査するこ

ととする。 

・ 情報工学部においては、新し

い高等学校指導要領に照らし合

わせて、数学、理科に関する入

学者受入方針の妥当性を確認

し、さらに平成 28年度入試から

の英語の入試内容の方針を定め

た。 

 

・ 選抜方式の評価について、栄

養学科では学部教育必修講義全

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

学した学生の能力・適性
を把握・検証し、入学者
選抜方法及び試験内容の
改善を図る。特に、推薦
入試においては、入学者
受入方針に沿った入学者
を適切に選抜できる方法
を検討し、改善する。 

科目の平均点、保健福祉学科で

は社会福祉士国家試験の合格

率、デザイン学部では学科の代

表的な科目の平均点を指標に分

析した。入試方法による統計学

的有意差は認められなかった

が、今後も追跡調査が必要であ

る。 

― イ 教育課程 イ 教育課程 イ 教育課程 ― 

16 （ｱ）全学教育研究機構（全
学教育の全学的な実施
組織）が主体となって、
全学教育の充実を図
る。 

 

 （ｱ）全学教育研究機構内に

全学教育改善委員会を

発足させ、本学における

全学教育の指針やコア

科目について検討する。 

また、全学教育研究機

構ホームページの内容

を充実させる。 

（ｱ） 全学教育研究機構内で 27 年
度の全学教育の改訂に向け、
次の事項を実施した。 

・ 教養教育改革企画立案チー
ムを発足し(8 月)、根本的な
カリキュラム設計の見直しに
基づきカリキュラムの構造や
コア科目の設定について、具
体的な検討を行った。 

・ 全学教育研究機構ホームペ
ージの充実については、27年
度に予定する全学教育の改訂
等と合わせて 26 年度中に行
うこととし、25年度の取組を
見送った。 

 

３ 

17 （ｲ） 国際的に活躍できる

グローバルな人材を育

成するため、中級英語

Ⅰ、Ⅱの必修化等によ

る実践的な英語教育、

語学・文化研修等によ

る東アジア圏の外国語

教育に重点を置く。 

（ｲ）平成 26年度からの中

級英語の必修化に合わ

せ、中級英語Ⅰ、Ⅱ及 

び英会話Ⅲ、Ⅳのシラバ

スを整備する。 

韓国語Ⅰ、Ⅱでは、

1,500～2,000 の語彙習

得(韓国語能力試験 

(TOPIK)2 級程度)を目指

す。 

（ｲ） 

・ 中級英語Ⅰ、Ⅱに TOEIC 指

導を加味したシラバスを導入

し、英会話Ⅲ、Ⅳのシラバス

を整備した。 

・ 韓国語Ⅰ、Ⅱにおける 1,500

～2,000 の語彙習得について

は、TOPIKの受験者がいなかっ

たため確認できなかった。 

 

 

３ 

18 （ｳ） 学士課程では、高大

接続教育や、全学教育

科目と学部教育科目と

の間で教育内容の効果

的な連携により、様々

な時代的・社会的要請

に適切に対応できる能

力を育成する。 

（ｳ）学士課程で、様々な時

代及び社会の要請に適

切に対応できる能力を

育成するため、 

・ 高大接続教育につい

ては、高校における出

前講座や講義の聴講の

受入を積極的に行う。 

 

・ 全学教育と学部教育

の連携に関して、学生

の全学教育の履修状況

を分析し、学部教育科

目の履修指導に反映さ

せる。 

（ｳ） 学士課程において、次の取
組を行った。 

 
・高大連携協定に基づく出前講
座等 

 講師派遣人数  延べ 15 名 
 生徒の受入人数    16 名 
・高大連携協定以外の出前講座
等 

 講師派遣（ガイダンス）7 回 
 生徒の受入れ     3 回 
 
・教養教育改革企画立案チーム
は、全学教育科目における前
期及び後期の履修登録状況を
確認し、履修計画上の課題に
ついて分析し、企画立案に反
映した。  

 

３ 

19 （ｴ） 大学院の課程では、 （ｴ）大学院の課程で、専攻 （ｴ）大学院課程では、次の取組を  
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

他研究科の授業科目の

受講や学会及び学会研

究会への参加により、

専攻分野の深化を図る

とともに、幅広い領域

に対する問題の提起と

解決能力を育成する。 

分野の教育を深めると

ともに幅広い領域に対

する問題の提起と解決

能力を育成するため、 

 ・ 院生を国内外の学会、

学外研究会及び各種プ

ロジェクトへ積極的に

参加させ、研究成果の発

表や視野を広げるため

の情報収集をさせる。 

・ フィールド研究とし

て、教員や院生が積極的

に地域に出向き、研究者

の視点でその実態把握

を行い、行政等に政策提

言などを行う。 

 ・ 他研究科との融合科

目の開講に向けて、体制

づくりを行う。 

行った。 
 

 
 
・ 院生は、各専門分野の学会
や研究会、他機関との共同研
究プロジェクトに参加し、他
の機関の研究者と交流を深
め、研究の質を深めることが
できた。 

 
 
・ 看護学専攻では、総社市の
精神障害者の実態把握や当事
者ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ等を行った。 

 
 

  ・ 情報工学部及びデザイン学
部では、26年度入学生から両
学部の融合科目を開講するこ
とを決定した。また、栄養学
専攻では、博士前期課程に融
合科目を導入し、栄養情報学
講座、食デザイン学講座、基
礎栄養学講座、食品栄養学講
座の 4 講座として改組するこ
とを決定した。 

３ 

― ウ 教育方法 ウ 教育方法 ウ 教育方法 ― 

20 （ｱ） 大学教育へ円滑に移

行できるよ 

うに、高大接続教育、入

学前教育を 

工夫する。 

（ｱ）大学教育へ円滑に移行
できるように、 

・ 推薦入学者に対する
入学前教育を各学部・学
科の特性に応じて実施
するとともに、その成果
を点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ デザイン学部では、

従来のワークショップ

に加え、体験授業等の実

施を検討する。 

（ｱ） 

・入学前教育の実施状況 

学科 実施教育内容等 備

考 

看護 ・看護学基礎領域 

・英語 

・医学領域 

 

栄養 ・化学 

・生物 

 

保健

福祉 

・英語 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮ

ﾝ 

 

情報 

工 

・英語 

・数学 

 

デザ

イン 

・ワークショップ  

※効果はアンケートやテストで

検証した。 
・ デザイン学部では、6 月に高
校生を対象とする 8科目の体験
授業を実施した。 
 

 

３ 

 

21 （ｲ） 学士課程では、全学教

育を充実し、基礎知識や

応用能力の修得と、豊か

な人間性の涵養に主眼

（ｲ） 学士課程教育で、基
礎知識や応用能力の修
得と豊かな人間性を涵
養するため、 

（ｲ） 学士課程教育において、次の
取組を行った。 

 

 

 

３ 

 



 

- 22 - 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

を置いた教育を行い、そ

の上に立った専門教育

を実施する。 

・ 専門教育を修得する
上で重要な全学教育科
目の履修指導を行う。 

・ 新入生対象の「フレ

ッシュマンセミナー」 

において、各学部・学 

科に求められる資質や 

基礎知識が身につくよ 

うな教育を行う。 

 

・各学部・学科の「フレッシュマ

ンセミナー」での取組 

学部 

・学科 

内容 備考 

看 護 ・看護学の概要 

・ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

・ﾚﾎﾟｰﾄ作成方

法 

 

栄 養 ・学科概要 

・履修の進め方 

＊オム

ニバス

形式 

保 健

福 祉 

・現代史 

・公民 

 

情 報

工 

・数学  

デ ザ

イ ン 

・キャリアプラ

ンニング 

＊オム

ニバス

形式 
 

22 （ｳ） 大学院の課程では、
専攻分野における研究
能力を向上させ、広い
視野で主体的に問題発
見・問題解決ができる
能力を修得し発揮でき
るように教育研究体制
を整備する。 

   また、教育研究の充

実と社会のニーズを的

確に把握するため、他

大学の大学院、公的試

験研究機関や民間の研

究所等と人的交流を行

い、必要に応じて連携

大学院方式の推進等に

取り組む。 

（ｳ） 専攻分野における研 
究能力を向上させ、広い
視野で主体的に問題発
見・問題解決ができる能
力を修得させるととも
に、社会のニーズを的確
に把握した研究を推進す
るため、 
・ 専門領域のみでなく、
他の領域の授業も積極
的に受講させる。 

 
 
・ 前期課程の院生を他
研究科との融合領域の
共同研究に参画させる。 

 
 
 
・ 行政・産業界等に対
して、研究成果を用い
て積極的に提言・提案
を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 他の大学や研究機関

（ｳ） 専攻分野において、次の取
組を行った。 

 
 
 
 
 
 
・ 保健福祉学専攻では、院生

に所属外の講座の授業の履修
を奨励した。3名が他の講座の
授業を受講した。 

   
 ・ 情報系工学研究科博士前期

課程では、平成 25 年度入学生
から、従来の三専攻を一専攻
に統合して、他の専門領域の
授業も受講しやすい環境を整
えた。 

 ・ 栄養学専攻では、(株)ハロ
ーズとの共同研究において、
院生の意見を取り入れた栄養
バランス弁当を開発した。 

  また、産学連携の「自然薯
の食品機能性の探索」に関す
る共同研究に院生 1名が参画
した。 

・ デザイン学研究科デザイン工
学専攻では、総社市の宝福寺
の公式ホームページの維持・
更新を担当した。造形デザイ
ン学専攻では、倉敷市児島地
区の商工会議所（児島ジーン
ズストリート推進協議会）と
ともに地域活性化プロジェク
ト案を協議した。 

・ 看護学専攻では、吉備国際

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

の研究者や大学院生と
の研究交流を活発化さ
せる。 

大学、四日市看護医療大学な
どの研究者と合同でゼミナー
ルを開催した。 

23 （ｴ） 教育課程の編成・実
施方針（カリキュラ
ム・ポリシー）を整理 
し、それに基づいて現
状のシラバスの更なる
改善を行い、改善され
たシラバスに基づく授
業及び成績評価を厳格
に行う。 
   また、学位授与方針
（ディプロマ・ポリシ
ー）を明確に定め、こ
れに基づいた修了認定
を厳格に行う。 
   さらに、成績評価分
析を常に実施し、教育
方法等の改善に活用す
る。 

（ｴ） 
・ カリキュラム・ポリ
シー（教育課程の編
成・実施方針）、ディ
プロマ・ポリシー（学
位授与方針）について
は、各学部・学科、研
究科毎に明確に定め、
履修案内やホームペー
ジ等に明記する。 

・ シラバスについては、
関連する授業科目間の
整合性、連続性を学科
単位で点検する。各教
員は、自身が受け持つ
授業のシラバス及び成
績評価の方法について
点検する。 

 

 

 

・ デザイン学部におい

ては、コースを領域に

再編したことに伴い、

涵養すべき能力を加味

した履修モデルに改善

するとともに、能力ご

とに観点別評価を実施

できるよう、専門教育

の評価システムを研究

し、検討を行う。 

（ｴ） 
・ 本学の教育理念に照らし、

全学的に統一的なカリキュラ
ム・ポリシー、ディプロマ・
ポリシーを策定した。また両
ポリシーをホームページ等に
明記した。 

 
 
 
・ シラバスについては、学科

単位で授業科目間の整合性、
連続性の確保を点検した。ま
た、各教員においても成績評
価方法について点検し、26 年
度シラバスの見直しを行っ
た。 

・ 27 年度からの新しい成績評
価（GPA 制度）導入に向けた検
討を開始した。 
 
・ デザイン学部では、領域ご

とに履修モデルを詳細に再検
討し、平成 26年度から実質的
にスタートする専門教育の評
価システムの検討を始めた。 

 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３）教育の実施体制等に関する目標 

 

 

中 

期 

目 

標 

 ア 教職員の配置等 

     学生に質の高い教育を実施し、教育目標を効果的に達成するため、適切な教職員配置と専門

性の向上に努める。 

  イ 教育環境の整備 

     学生の学修効果を高めるため自習環境、附属図書館機能等の教育環境の整備・充実を図る。 

  ウ 教育の質の改善 

        学生に質の高い教育を提供するため、FD(ファカルティ・ディベロップメント：教員組織に

よる能力開発)活動の改善を図りながら引き続き推進する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （３）教育の実施体制等に関

する目標を達成するた

めとるべき措置 

（３）教育の実施体制等に関する

目標を達成するためとるべき

措置 

（３）教育の実施体制等に関する

目標を達成するためとるべき

措置 

― 

― ア 教職員の配置等 ア 教職員の配置等 ア 教職員の配置等 ― 

24 本学の教育目標に則
して、新たな学問の展
開や社会状況に対応
できるように、学部・
学科の枠を越え、全学
的な視点に立った弾
力的な教員選考・教員
配置を行う。 

（職員の配置について

は Ⅲ 4(2) イ （ 項 目

No.76）参照） 

教員の欠員が生じた場合に
そのポストを他学科へ移す
等、時代のニーズに対応す
る学科構想を持つ分野を充
実させるように、人事委員
会において全学的な視点で
適正な教員選考を行う。 

教員選考規程に基づき教員

選考（公募）を行った。 

 

  教員選考（公募）実績 

   19 名(11 名) 

※( )内は、24年度実績 

 

３ 

― イ 教育環境の整備 イ 教育環境の整備 イ 教育環境の整備 ― 

25 （ｱ） 語学センターでは、

英語の自主学習ソフ

トの利用促進と、貸出

用教材の充実を図る

など、学生が使える英

語を習得できるよう

支援体制の一層の充

実を図るとともに、国

際交流の場を提供す

る。 

また、引き続き学内

で TOEIC IP テストを

定期的に実施し、学生

の語学力の向上を図

る。 

○TOEIC IP テスト 

項目   現状 目標 

受験者数 45人 300 人 

500点以上取得者数 

 15人 100人 

（ｱ） 語学センターでは、英語

の自主学習ソフトの利用促

進と、貸出用教材の充実を

図るなど、学生が使える英

語を習得できるよう支援体

制の一層の充実を図るとと

もに、TOEIC IP テストを実

施する。 

既存の国際教養講座とカ

ルチャー・ランゲージ・テ

ーブルを、国際交流という

視点から充実させる方法を

検討する。 

 

 

○TOEIC IP テスト 

項目         目標 

受験者数      80人 

500点以上取得者数  20人 

（ｱ） 語学センターでは、英語の

多読学習のための書籍をより

一層充実させ、リーディング

学習の支援を強化した。 

さらにこれまで同様、TOEIC

をはじめとする資格試験対策

への相談に応じるなど学生の

語学学習の支援を行った。 

○TOEIC IP テストの実施状況 

 

受験日 受験

者数 

内 500 点以

上取得者 

5 月 30

日 

63 7 

10 月 18

日 

21 6 

2 月 20

日 

15 6 

合計 99 19 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

国際交流授業として、前期・

後期に各 1 回カルチャー・ラン

ゲージ・テーブルを開き、国際

的視野で研究・活動する教員や

外国からの講師による話を聞く

機会を設けた。 

国際教養講座では、学生によ

る英語のスピーチ「スピーカー

ズコーナー」及び本学教員によ

る「社会・文化と言語」の講演

を行った。 

 

26 （ｲ） 情報教育センター

では、学生の情報活用

能力の向上を図るた

め、学生の自主学習や

教員の教育活動の支

援体制の充実を図る。 

また、学内の全学教

育用・業務処理用情報

システムの整備・更新

等を効率的に行う支

援をする。 

 

（ｲ） 情報教育センターでは、

「情報システム運用・管理

規程」に基づき学内情報の

管理を行うとともに、セキ

ュリティ関係機器の更新等

によりネットワークのトラ

ブル防止に努める。 

また、学生から要望の多

い情報処理演習室の開放に

ついては、講義との調整を

行い、最大限の開放日数の

確保に努める。 

（ｲ） 情報教育センターでは、メ

ール環境及びネットワークの

トラブル防止のため、迷惑メ

ール対策サーバ及び一部通信

機器（スイッチ）を更新した。 

ネットワーク環境を強化す

るため、岡山県と連携し岡山

県公衆無線 LAN サービス「お

かやまモバイル SPOT」のアク

セスポイントを新たに 8 箇所

設置した。 

学外から、セキュリティを

保った状態で学内システムが

利用できるように

VPN(Vertual Private 

Network)を導入した。 

全学的な情報セキュリティ

体制の基本部分の見直しと関

連マニュアルの整備に着手し

た。 

情報処理演習室を、最大限

開放するように努めた。 

・授業時間外の演習室の開放実績 

開放日数 163日（146 日） 

利用者数  延 17,829 名  

（17,222 名） 

       ※( )内は 24年度実績 

 

 

３ 

27 （ｳ） 健康・スポーツ推

進センターでは、スポ

ーツ及び健康に関す

る教育、課外活動の充

実と向上を図るとと

もに、スポーツを通じ

ての学生や教職員の

親睦と健康維持を目

指す。 

また、地域住民を対

象にしたグランドゴ

ルフ大会の開催等、ス

（ｳ） 健康・スポーツ推進セン
ターでは、引き続きスポー
ツ施設・設備の点検と補修
に努めるとともに、貸出用
スポーツ用具の充実と広報
活動や講習会等を通じ、利
用促進を図る。 

 

（ｳ）健康・スポーツ推進センター
では、次の取組を行った。 

  ・ 鬼ノ城グラウンドゴルフ
交歓大会を 9 月に実施し、
高梁・総社・倉敷の高齢者
約 250 名が参加した。 

  ・ 施設の学外開放実績  
45 件 

（野球場 23 件、グラウンド 22 件） 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

ポーツを通じた地域

貢献に寄与する。 

28 （ｴ） 附属図書館では、図

書・資料の電子化と図

書館の利用形態の変

化に対応し、閲覧環境

の充実と利便性の向

上に努める。 

また、大学の学部構

成等を考慮した特色

ある図書・資料の充実

に努めるとともに、学

生、教職員及び学外利

用者に対する教育研

究支援サービス等の

充実に取り組み、その

利用促進を図る。 

（ｴ） 附属図書館では、図書館
の利用形態等の変化に対
応して、次の取組を行う。 

・ エントランスホールと研
究閲覧室の整備を行い、グ
ループ学習を促進する。 

 
 
 
 
 
・ 学外利用者にもわかりや
すいようにフロア案内や資
料配架案内等を充実させ
て、図書館の利便性を向上
させる。 

・ 新入生への図書館ガイダ
ンスの徹底、学生と教員の
連携による選書、学部や大
学院の授業との連携によ
り、図書館の利用促進を図
る。 

 
 
 
 
 
・ 国立情報学研究所の学術
コンテンツ登録システムを
用いて本学から発信する学
術コンテンツの電子化と登
録を支援する。 

（ｴ） 附属図書館では、次のとお
り図書館の利用形態等の変化
に対応して、利便性の向上に
努めた。 
・ グループ学習利用に適し
た設備のレイアウト変更、
岡山県公衆無線 LAN サービ
ス「おかやまモバイル SPOT」
サービスの提供を開始し研
究閲覧室の利用促進を図っ
た。 

 ※研究閲覧室の利用状況 
   グループ閲覧室 172 件 

（  74件）  
   研究閲覧室   1,310 件 

（1,361 件） ※（ ）
内は 24年度実績  

    
・ 分かりやすい案内板や掲 

示板を設置し利便性を向上 
させた。 

・ 新入生に対する図書館ガ
イダンス（オンライン蔵書
目録の利用方法等）を実施
し、図書館利用の促進を図
った。 

・ 選書ツアーを岡山市内の
書店で 10月に開催し、学
生希望図書の充実を図っ
た。 

     購入冊数：132冊 
 展示冊数：242 冊 

 
・ 国立情報学研究所の提供
する「JAIRO Cloud」を利
用し岡山県立大学学術情報
リポジトリを立ち上げたこ
とで、本学の研究成果を学
内外で広く活用出来るよう
になった。 

・ 学位規程の一部改正によ
り、学位論文（博士）のイ
ンターネット公表を支援
した。 

・ 図書館をギャラリーとし
て利用する事業を 5 件実施
した。 

 

３ 

― ウ 教育の質の改善 ウ 教育の質の改善 ウ 教育の質の改善 － 

29 （ｱ） 評価委員会が中心と

なり、大学教育のあり

方を検討した上で、教

育内容や授業方法の

改善に資する FD（フ

（ｱ） 評価委員会において、本

学における大学教育の方針

を検討した後、FD活動部会

で、教育の質の改善に資す

る取組（FD研修会、相互授

（ｱ） 評価委員会において決定さ
れた FD 活動計画により、全
学 FD 研修会、相互授業参観
を実施した。 
・ 全学 FD 研修会 
大人数教養教育における学

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

ァカルティ・ディベロ

ップメント）活動を、

年次計画を立てて継

続的に実施する。 

業参観等）の年次計画を作

成し、評価委員会に提案す

る。 

評価委員会で、方針との

整合性を十分に検討したう

えで実施する。 

なお、相互授業参観の実

施時期・実施方法について

は、教員の意見を反映させ

る。 

 

 

生参画型の授業や市民も巻
き込む UD（ユニバーシテ
ィ・ディベロップメント）
について学び、講義改善の
参考とした。 

    日時：9 月 17 日（火） 
    会場：8201 講義室 
    参加者：94 名 
    講演：学生参画型 FD 

と授業改善の融
合を目指して～
楽ティブラーニ
ン グ ／ UD ／
新・橋本メソッ
ド～ 

    講師：富山大学大学教
育支援センター 
橋本 勝 教授 

 ・相互授業参観 
授業参観担当者を学部レ

ベルから学科レベルへと移
し、きめ細かな対応ができ
る体制とした。 

また、各学科で 24 年度の
授業評価アンケートの評価
が上位の授業を示し、授業
参観の参考とするととも
に、参観を促した。 
実施期間 11 月 5 日～11 月
22 日 
（授業公開率） 
授業を公開した教員数 

/学部内教員数 
保健福祉学部 

 82%（96％） 
情報工学部 

   95%（94％） 
デザイン学部 

 92%（95％） 
 
（参加率） 

所属する学部の授業を参観
した教員数/学部内教員数 

保健福祉学部 
 63%（47％） 

情報工学部 
  63%（59％） 

デザイン学部 
 51%（59％） 

※( )内は 24 年度実績 

30 （ｲ） 評価委員会と各学

部・学科が連携を取り

ながら、教員の個人評

価結果や学生の授業

評価アンケート結果

を分析して、教育の質

の改善に活用する。 

（ｲ） 評価委員会において、教

員の個人評価結果や学生の

授業評価アンケート結果を

分析して、その結果を基に

して各学部・学科で教育内

容及び授業方法の方策を決

定する。 

（ｲ）教員の個人評価については、

実施要領に基づき、A 評価者に

は研究費加算、C 評価者には学

長面談を行い、各教員の教育・

研究・社会貢献等への取組の強

化を促した。 

   

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

決定された内容について

は、教員による情報共有を

図る。 

 ・教員の個人評価結果 

    A 判定  15 名 ( 17 名) 

    B 判定 125 名 (130 名) 

    C 判定  15 名 ( 15 名) 

※( )内は 24 年度実績 

 

授業評価アンケートにつ

いては、共通 6項目の平均が、

毎年漸次上昇傾向にあり、後

期では 4.1（満点 5 点）を越

える結果となった。その結果

については、本人及び学部・

学科長に示すとともに分析

結果の共有を図った。 

・授業評価アンケート結果  

Ｈ25 年度前期 

実施科目  380 教科（366 教科） 

実施率  96.4% （98.4%） 

※ 被評価延教科目数 

/授業評価対象延教科 

共通6項目評価 4.09±0.43  

(4.09±0.41) 

※平均値±標準偏差 

Ｈ25 年度後期 

実施科目 353 教科（342 教科） 

実施率   96.2 % （97.7%） 

共通6項目評価 4.11±0.38 

(4.09±0.40) 

※平均値±標準偏差 

    ※( )内は 24 年度実績 

31 （ｳ） 教育年報を発行し、

本学の教育活動の成

果を集約し、各種評価

のための資料を提供

するとともに、次年度

に向けた教育の質の

改善の指針を提示す

る。 

（ｳ） 本学の教育活動の平成 24

年度における成果を集約し

た教育年報を 5 月中旬に発

行する。 

 

（ｳ）「教育年報2012」を5月に発
行した。平成26年度に発行す
る「教育年報2013」について
は、全体の構成や項目の見直
しを行い、本学の教育活動及
び教育改革活動の成果を分
かりやすくまとめた。  

 

３ 

 

32 （ｴ） 教員の教育力向上等

に直接結びつく調査、

実践活動に対する学

内競争的資金を充実

させる。 

（ｴ） 教員の教育力向上を目的

とした教育力向上支援費を

増額するとともに、その成

果を授業参観等で全学的に

公開する。 

（ｴ）教育力向上支援費の実績額

は 24 年度から減少となっ

た。26 年度から教育改革に

繋がる多数の事業が実施さ

れるよう、助成対象の拡充

（大学院への対象拡大、海

外渡航費への一部援助）な

どの措置を講じた。 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

学生が有意義な大学生活を送れるよう学生の学習、生活、就職、経済面等に対する支援の充実を図

る。 

（１）学習支援、生活支援に関する目標 

 

中

期 

目

標 

学生の自主的な学習活動や課外活動を支援するとともに、心身の健康管理や相談等、学生生活に

係る支援体制の充実を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

法人 

自己 

評価 

― ２ 学生への支援に関する

目標を達成するためとる

べき措置 

２ 学生への支援に関する目標を

達成するためとるべき措置 

２ 学生への支援に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

― （１）学習支援、生活支援に

関する目標を達成する

ためとるべき措置 

（１）学習支援、生活支援に関す

る目標を達成するためとるべ

き措置 

（１）学習支援、生活支援に関す

る目標を達成するためとるべ

き措置 

― 

33 教員が学生の訪問時

間帯を設けて研究室で

待機し、授業等の疑問点

や個人的な悩みなどの

相談を受けるオフィス

アワー制度、学生毎にア

ドバイザー教員を決め

進路や学業などの相談

を受けるアドバイザー

制度、保健室の専門の職

員による健康管理体制

及び心配ごとや悩みを

専門のカウンセラーが

聞く「ほっとルーム（学

生相談室）」などの充実

を図り、自主学習及び生

活・進路相談における指

導体制を強化する。 

 

 

 

 

 

・ 年度初めのオリエンテーシ 
ョン時に、学生の自主学習支援 
や生活・進路上の問題解決を目 
的としたオフィスアワー制度 
等を学生に周知する。 

 ・ オフィスアワー以外の時間 
帯でも教員と学生とのコミュ 
ニケーション機会の拡大に努 
める。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ デザイン学部においては、ク 

ラス担任等による生活相談、カ 
ルテシステムを活用した Walk  
to Talk 活動及びゼミ活動によ 

オフィスアワーを全学部学科で
実施した。 

 【看護学科】 
・ 看護学専攻では、社会人の

大学院生の勤務に配慮して、
①研究指導の時間を夜に設定
する、②大学以外の場所で指
導をする、③指導曜日を土・
日曜日とする等の工夫をし
た。 

【栄養学科】 
・ 1〜4 年次生の全ての学生に

対して、年 1 回以上のアドバ
イザーミーティングを行うこ
とで、教員と学生との距離を
縮めることができた。授業習
熟度の低い学生に対しては、
オフィスアワーに時間を限定
せず、担当教員による個人指
導を行った。 

【保健福祉学科】 
・ 1 年生を対象にアドバイザ
ー制度を設け、7 月と 10 月に、
6 名の教員が、全ての 1 年生を
対象に学業や進路に関する面
談を実施した。特に、10 月の
面談では、前期の成績を踏ま
えた相談を行い、学生が安心
して学業を進められるように
した。 

【デザイン学部】 
・ 学生支援の充実を図るべ
く、クラス担任制度、オフィ
スアワー制度、カルテシステ

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

法人 

自己 

評価 

る進路相談をオフィスアワー制 
度のもと活用すべく、相談の流 
れを整理・周知し、学生支援の 
充実を図る。 

 

・ メンタル面等における支援

が必要な学生には、学生相談

室を中心にして適切な対応に

努める。 

ムの周知並びに利用の勧誘、
ゼミ活動における進路相談を
行った。 

 
 
メンタル面等の支援として、24 

年度に行った取組を継続し、全学
生を対象にした UPI 学生精神的
健康調査の実施や、学生相談室カ
ウンセラー、保健室職員及び教職
員等が連携を図る等の効果的な
指導を実施した。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

（２）経済的支援に関する目標 

 

中

期

目

標 

学業成績が優秀で経済的支援が必要な学生について、学業に専念できるよう経済的な支援の充実

を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

法人 

自己 

評価 

― （２）経済的支援に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（２）経済的支援に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

（２）経済的支援に関する目標を達

成するためとるべき措置 

― 

34 学業成績が優秀で経済

的支援が必要な学生につ

いては、授業料減免制度

の活用、各種奨学金の斡

旋などにより支援する。 

 

 

 

 

授業料減免及び各種奨

学金制度について、説明

会の開催やホームページ

等への掲載により周知を

図り、制度の活用、斡旋

による経済的支援を行

う。 

授業料減免及び各種奨学金制
度について、4月に説明会を開催
するとともに、ホームページへの
掲載や掲示板等で周知し、授業料
の減免及び奨学金の斡旋等によ
る経済的支援を行った。 

・授業料の減免 
減免実績 延 158人（延 149 人） 

・日本学生支援機構奨学金 
定期採用者数 93人(82 人) 
応募者数   93人(83 人) 

※( )内は 24年度実績 

 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

（３）就職支援に関する目標 

 

中

期 

目

標 

学生の社会的・職業的自立を支援するため、キャリア教育を実施するとともに、能力や適性に応

じた進路指導や就職活動支援を行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

― （３）就職支援に関する目標

を達成するためとるべ

き措置 

（３）就職支援に関する目標

を達成するためとるべ

き措置 

（３）就職支援に関する目標を達成

するためとるべき措置 

― 

35 ア 学生が単なる就職活
動に止まらず、人間形成
や職業観などを幅広く
身につけられるように、
教員は日頃の授業を通
じてキャリア形成支援
に努める。   

 

 

ア 学生に幅広い職業観
が身につくように、各学
部・学科において次のよ
うなキャリア形成支援
を行う。 

 
【看護学科】 
・ フレッシュマンセミナ

ーにおいて、看護職にお
けるキャリア形成につ
いて講義（1コマ）する。 

・ 同時に、日頃の授業、
特に学内演習や臨地実
習を通して専門家とし
て看護職に求められる
態度（倫理観、社会人と
してのマナーなど）を身
につけるよう支援する。 

【栄養学科】 
・ すべての専門科目がキ

ャリア形成につながる
ものであることを各教
員は意識して教育する。 

 
 
【保健福祉学科】 
・ 福祉専門職に対する人

材確保ニーズの高まり、
本学卒業生の評価の高
さ、職場が求める人材像
などを日頃の授業や学
年オリエンテーション
等を通じて、低年次生か
ら積極的に情報提供し
ていく。 

・ 社会福祉士、介護福祉
士、保育士、幼稚園教諭
に関わる実習は各領域
での就職意欲を高める
絶好の機会であるため、

ア 各学部学科における取組は

次のとおり。 

 

 

 

 

【看護学科】 

・ フレッシュマンセミナーにお

いて、看護学の構成と卒業時到

達目標及び看護専門職のキャ

リア形成について講義した。地

域看護学概論では、広く行政や

学校保健領域で活躍する看護

職を招聘し、学生が具体的に看

護専門職としてのキャリアを

イメージできるようにした。 

【栄養学科】 

・ 管理栄養士としてのキャリア

形成を目的に、新入生対象の各

教科では、学生が、大学におけ

る修学方法を習得し、専門職領

域の学習へ発展出来るように

授業を実施した。 

【保健福祉学科】 

・ 各学年のオリエンテーション

時に、就職と進学に関する説明

を行った。また、授業に外部講

師を招いたり、卒業生の就職事

例を紹介することを通じて、学

生の福祉専門職としての意識

を高めるように努めた。 

・ 学生に対して、実習期間以外

における実習施設との関係継

続を奨励し、7 名が社会福祉実

習施設と、9名が介護実習施設

と関係を継続した。 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

学生に対して、実習期間
以外においても実習受
入施設・機関と関係を継
続するよう積極的に促
す。 

 
【情報工学部】 
・ 「フレッシュマン特別

講義」及び学科別開講の
「フレッシュマンセミ
ナー」により、初年時か
らキャリア教育を充実
させる。 

 
【デザイン学部】 
・ 新入生については、学

内外の講師による「フレ
ッシュマン就業力セミ
ナー」及び「フレッシュ
マン特別講義」を通じ
て、学生のキャリア形成
を積極的に支援する。 

・ 高年次生については、

文部科学省補助事業「産

業界等との連携による

中国・四国地域人材育成

事業」と連携を図りなが

ら、正課及び正課外の活

動を通じてキャリア形

成を支援する。 

 

 

 

 

 

【情報工学部】 

・ 「フレッシュマン特別講義」、

「フレッシュマンセミナー」、

システムエンジニアリング岡

山(SEO)主催の会社説明会（本

学開催）等への学生の積極的な

参加により、幅広い人間形成や

職業観などの形成を支援した。 

【デザイン学部】 

・ 新入生については、「フレッ

シュマン特別講義」や「フレッ

シュマン就業力セミナー」を通

じて、学生のキャリア形成を積

極的に支援した。 

・ 高年次生については、文部科

学省補助事業と連携を図りな

がら、正課及び正課外の活動を

通じてキャリア形成を支援し

た。また、ポートフォリオ（作

品集）作成を指導し、その成果

を学部内のポートフォリオ展

等で公開した。 

36 イ 学生のキャリア形成を

支援するため、インター

ンシップ等の機会を充実

させる。 

イ インターンシップの
意義、重要性等について
学生への周知を図るとと
もに、受入企業等との調
整を行い、参加を希望す
る学生の円滑な活動を支
援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ インターンシップ説明会を
開催し、インターンシップの意
義、重要性等について学生へ周
知を図るとともに、参加手続き
について説明を行った。 

インターンシップ専用サイ
トキャンパスウェブ（NPO 法人
WIL運営）を活用することによ
り、受入企業等との連携を図
り、学生の円滑な活動を支援し
た。 
インターンシップ説明会 

    開催日：4月 22日（月） 
    参加学生：103名(73 名) 

民間企業等（NPO法人 WIL 利用）
インターンシップ実績 

    参加学生：51 名(18名) 
総社市インターンシップ実績 

    参加学生：15 名(21名) 
※( )内は 24年度実績 

＊総社市インターンシップで
は、参加学生が体験に基づき市
の施策や行政に関する提言を
行い、その発表内容により、1
名が市から表彰を受けた。 

  
各学部学科が個別に行うイン

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

 
 
【看護学科】 
・ 4月の就職ガイダンス

時にインターンシップ
に関連する説明と募集
に関する情報提供を行
う。学生がインターンシ
ップに主体的に参加し、
将来の進路を見据えて
さまざまな経験を積む
ことができるように支
援する。 

 
【栄養学科】 
・ 年度初めの在学生オリ

エンテーションの際に、
インターンシップの意
義、重要性等について学
生の周知を図るととも
に、管理栄養士特別イン
ターンシップ先の開拓
に努める。 

 
【保健福祉学科】 
・ 病院でのインターンシ

ップの周知を図るとと
もに、病院でのインター
ンシップに参加するた
めの支援を行う。 

 
【情報工学部】 
・ 在学生オリエンテーシ

ョン等を通してインタ
ーンシップの重要性を
理解させ、より積極的な
参加を促す。また、学内
報告会等を通して、イン
ターンシップが自己の
キャリア形成に有意義
なものとなるよう指導
する。 

 
【デザイン学部】 

・ インターンシップへの

参加を希望する学生に

対しては、学生の主体的

な取組を支援するため、

大学事務局と連携しな

がら、学部教務委員会及

び就職支援委員会の活

動を中心に、組織的な支

援を継続的に実施する。 

ターンシップは次のとおり実
施された。 
【看護学科】 
・ インターンシップ情報を看

護学科内の掲示板に掲示し、
参加を促した。 

 
 
 
 
 
 
 

【栄養学科】 
・ 年度初めの在学生オリエ

ンテーションの際に、イン
ターンシップの意義、重要
性等について学生に説明
した。また、病院等での管
理栄養士特別インターン
シップ先の開拓に努めた
結果、3件（8名）の実績
を得た。 

 
【保健福祉学科】 
・ 病院でのインターンシッ

プ参加を支援した結果 4
名の学生が、延べ 6日間の
インターンシップを行っ
た。 

 
【情報工学部】 
・ インターンシップへの積

極的な参加を働きかけ、学
部全体で 48 名が参加し
た。 

 
 
 
 
 
 
【デザイン学部】 
・ 学部の教務委員、就職支援

委員に各コース教員も加え
て積極的な支援を実施した
結果、多くの受入れ先を得
て、両学科合わせて 57名の
学生が参加した。 

37 ウ 就職相談、各種ガイダ
ンスや模擬試験を実施
し、学生の状況に応じた
指導や支援を行うととも

ウ 就職相談を通常週 2

回、相談の集中期には週

3 回実施するとともに、

ウ 就職相談について、前期に週
2～3回、後期に週3回実施し、
相談員による模擬面接やエン
トリーシートの書き方など個

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

に、企業の学内説明会の
実施、インターネット及
び就職相談室での求人情
報等の提供などにより、
学生が就職活動を効率的
に展開できるよう支援す
る。 

 
○卒業生の就職率（％） 

学部名    現状 目標 
保健福祉学部 96.8  97 
情報工学部  95.2  97 
デザイン学部 87.8  95 
※就職率＝ 
就職者数／就職希望者数 

 
 

 

 

 

 

学生のニーズにあった

ガイダンス、模擬試験、

自己分析検査などを就

職活動の時季にあわせ

て開催し、学生への指導

や支援を行う。 

また、求人情報等の就

職情報を学生が効率的に

収集、活用できるようイ

ンターネット等による情

報提供の充実を図る。 

平成 25 年度卒業生の

就職率の目標を、保健福

祉学部 97％、情報工学部

95％、及びデザイン学部

90％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【看護学科】 

・ 卒業生を招いた就職ガ

イダンスを継続すると

ともに、その内容の充実

を図り、学生の就職支援

別指導等を行った。 
公務員試験ガイダンス等を

含む就職ガイダンス、模擬試
験、自己分析検査などを実施す
るとともに、新たに1,2年生向
けのガイダンスを開催し、現2
年生からの就職活動スケジュ
ールの変更等について周知し
た。 
また、大阪等で行われる大規

模な合同企業説明会へ就活バ
スを運行した。 
さらにインターネットを利

用した求人情報検索システム
「求人ナビ」の活用により、求
人件数の増加を図るとともに、
学生が求人情報等を効率的に
収集、活用できるよう情報提供
を行った。 

・就職相談利用件数 
 延469件(延504件) 
・就職ガイダンス実施回数12回

(11回) 
・自己分析検査・就職模擬試験等 
  自己分析検査 2回(2回) 
  職業適性検査 2回(2回) 
  就職模擬試験 3回(3回) 
・就活バス運行回数 
  1回2台（1回2台） 
※( )内は24年度実績  

○平成25年度卒業生の就職率 
      96.1％(95.4％) 

（学部生の就職率） 
保健福祉学部 98.5％(99.3％) 
情報工学部  98.4％(94.9％) 
デザイン学部 89.2％(88.2％) 
学部全体   96.2％(95.4％) 

（院生の就職率）  
保健福祉学研究科 100.0％

（100.0％) 
情報系工学研究科 100.0％ 

(100.0％) 
デザイン学研究科 50.0％  

(90.9％) 
院全体      95.5 ％ 

(98.8％) 
※( )内は24年度実績   

 
 
 
 

各学部学科では、次の取組を行 
った。 
【看護学科】 
・ 卒業生を招き、就職ガイダン

スを全学年対象に6月に開催し
た。就職ガイダンスでは、職場
情報提供のみならず、卒業生自
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

を強化する。 

・ 施設の求人に対してで

きる限り教員が対応し

情報収集に努めるとと

もに、掲示板やインター

ネットなどにより情報

提供をする。 

 

 

【栄養学科】 

・ 卒業生との面談会、卒

業生による講演会を引

き続き実施することに

より、学生の就職活動の

効果的な支援を行う。 

 

 

 

【保健福祉学科】 

・ 掲示板やインターネッ

ト（メール）を通じて就

職情報を提供する。 

・ 就職活動に関して個別

指導を行う。 

・ 福祉施設・機関の説明

会を積極的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報工学部】 

・ 各学科の就職専門委員

を中心に、システムエン

ジニアリング岡山(SEO)

主催の会社説明会（本学

開催）及び近隣県の企業

を数社招いた合同説明

会への学生の積極的な

参加を働きかける。 

・ 卒業生による企業説明

会を随時開催する。 

 

【デザイン学部】 

・ 年 2回開催している「ポ

ートフォリオ展」や卒業

生等を招いた「就活トー

クショー」、学外特別講

師による「個別キャリア

身のキャリアビジョンを紹介
することで、学生自身のキャリ
アビジョンの具体的な検討を
支援した。 
61施設の求人に教員が対応

し、詳細な情報を収集して学生
に還元した。また、メーリング
リストを活用し、求人情報をタ
イムリーに学生に提供した。 

 
【栄養学科】 
・ 卒業生による講演会・面談会

を引き続き実施するとともに、
就職支援センター職員との協
働企画による面談会を行った。
また、年度末に現4年生の就職
内定者と在学生との面談会を
実施し、就職活動の実状を知る
機会を設け、学生が実践的な就
職活動を行えるよう支援した。 

【保健福祉学科】 
・ 就職・進学委員が、毎週1回

掲示板に求人票を掲示した。ま
た、応募期間が短い求人情報に
関しては、各ゼミナールの教員
が、学生に対して、メールで就
職情報を伝えた。 

・ 4月に、就職・進学委員が、4
年生を対象にした進路希望調
査を行い、学生の進路希望の把
握に努めるとともに、随時、就
職に関する個別相談を行った。
個別相談件数は55件であった。 

・ 6月に、就職・進学委員が、4
年生を対象に福祉施設・機関の
合同説明会を学内で行った（参
加者数：37名）。また、12月に
3年生を対象に就職ガイダンス
を行った（参加者数：58名） 

【情報工学部】 
・ 平成26年度卒業・修了予定者

を対象として、1月30日に情報
工学部合同企業説明会を実施
した。参加企業数はシステムエ
ンジニアリング岡山（SEO）関
係16社、その他13社、計29社、
参加学生数は80名であった。ま
た、卒業生による会社説明会を
計14回、学内で開催した。 

 
 
 
【デザイン学部】 
・ 前期、後期各1回「ポートフ

ォリオ展」、卒業生等を招いた
「就活トークショー」、学外特
別講師による「個別キャリアガ
イダンス」を実施した。 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

  評価 

ガイダンス」を充実させ

る。 

・ 企業の学内説明会につ

いては、学部就職支援委

員を中心に積極的に対

応し、学生への適切な告

知と就業意識の向上を

図る。 

・ 企業の学内説明会について
は、卒業生の就職先を中心に積
極的に参加を働きかけ実施し
た。また、学生へ適切な案内を
することで参加を促した。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

（４）留学生に対する配慮に関する目標 

 

中

期 

目

標 

外国人留学生が良好な環境で学習できるよう、各種支援の充実に努める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （４）留学生に対する配慮に

関する目標を達成するた

めとるべき措置 

（４）留学生に対する配慮に

関する目標を達成するた

めとるべき措置 

（４）留学生に対する配慮に関する

目標を達成するためとるべき措

置 

― 

38 外国人留学生に対して

は、奨学金 

制度の調査・情報提供、

学習面・生活面での支援

や住居の確保等に取り組

む。 

留学生に対し、ホーム

ページ等を通じて奨学金

制度等の情報提供を行う

とともに、日本での生活

に不慣れな留学生に対

し、チューターの活用な

どにより学習や生活面で

の支援を行う。 

また、アパート等の住

居の確保が困難な留学生

に対し、大学が連帯保証

人となるなどの支援を行

う。 

掲示板やホームページの留学生向

けコーナー等を通じて、奨学金や授

業料減免制度、外国人留学生向けの

就職説明会等の情報提供を行った。

なお、奨学金については各種制度の

周知を図るとともに、申請を希望す

る留学生について斡旋等を行った。 

日本での生活に不慣れな留学生に

対し、先輩学生などをチューターと

して配置し学習や生活面での支援を

行った。 

アパート等の住居の確保が困難な

留学生に対し、留学生住宅総合補償

制度を活用し大学が連帯保証人とな

る等の支援を行った。 

・奨学金支給実績 

受給者数 4人(5 人) 

留学生数 9人(10人） 

※研究生は含まない。 

・チューター配置 

   対象留学生数 2人（4人） 

    チューター配置人数 2人（4人） 

・住居の確保 

   支援学生数 2 人（4人） 

      ※（ ）内は 24年度実績 

 

３ 

 



 

- 39 - 

 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中

期 

目

標 

ア 地域の課題や社会の要請に的確に応えるため、教員自らの研究水準を高めて、研究成果を国

内外に広く発信する。 

イ 大学の建学の理念や教育研究の理念を反映した研究に学内・学外を問わず協働して取り組み、

県内はもとより国内外で、その研究成果に基づく社会貢献活動を実施する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３  研究に関する目標を達成

するためとるべき措置 

３ 研究に関する目標を達成するため 

とるべき措置 

３ 研究に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

― 

― （１）研究水準及び研究の成

果等に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関す

る目標を達成するためとるべき措 

置 

（１）研究水準及び研究の成果等

に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

― 

39 ア 研究者としての教員の

水準向上 

教員が、地域の課題や社

会の要請に応える各々の

専門分野の研究成果を国

内外で積極的に発表する。

その成果をもとに、学内で

の競争原理を効果的に適

用して教員のレベル向上

を図る。 

また、学部・学科毎に、

研究成果の目標を設定し、

目標達成に向けて取り組

む。 

ア 研究者としての教員の水準向上 

   各学部・学科において、各教員の

研究分野に応じた研究目標を申告

し、年度末にその成果を公表し、相

互に批評し合うことによって、レベ

ル向上を図る。 

【看護学科】 

・ 学術論文は教員 1 名 1 件以上、学

会発表は教員 1 名 2 件以上を目指

す。（教員数 23 名） 

・ 看護学科ランチョンセミナーで研

究成果を発表し、意見交換すること

によりレベル向上を図る。 

 

【栄養学科】 

・ 学術論文（査読有り）の発表数は

30 報以上、学会発表件数は 50 件以

上を目指す。（教員数 20 名） 

 

【保健福祉学科】 

・ 専門分野または教育内容に適合し

た研究業績（紀要を除く）の発表件

数は 36 件以上を目指す。また、学

会発表は 60 件以上を目指す。 

（教員数 30 名） 

 

【情報工学部】 

・ 専門分野での学術論文の発表件

数、国際会議論文の発表件数につい

て平成 24 年度実績の維持を目指

す。 

 

【デザイン学部】 

・ 専門分野における依頼制作及び公

募展入選以上の件数増を図るとと

ア 研究者としての教員の水準

向上 

  教員個人の研究者としての

能力を高めるために、学外にお

いて研究成果を積極的に発表

し教員のレベル向上を図った。 

 

・研究発表実績 

【看護学科】 

論文    27件（ 39件） 

専門分野での学会発表 

 86件（ 84件） 

 

 

【栄養学科】  

著書       7件（ 19 件） 

論文      43件（ 51 件） 

国際会議  33 件（ 41 件） 

国内会議 143件（119 件） 

 

【保健福祉学科】 

著書      7件（  8 件） 

論文     46件（ 28 件） 

作品      7件（  4 件） 

    学会発表  50件（ 53件） 

（教員数 29 名） 

 

【情報工学部】 

著書          3件（  2件） 

論文         65件（ 47件） 

国際会議    56件（ 46件） 

国内会議   253 件（100件） 

 

【デザイン学部】 

論文       18件（ 27件） 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

もに、学会発表（査読論文応募を含

む）の件数増を図る。 

・ 年度末までに学部における教員研

究発表会を企画実施し、研究内容の

共有に向けた意見交換の場を設け

る。 

講演       13件（  9件） 

作品展       48件（ 62件） 

公募展応募   17件（ 28件） 

学会等会議での口頭発表 

35 件（ 57 件） 

実用化案件  11件 （-件） 

※ ( )内は 24年度実績 

40 イ 研究者情報の発信 

 本学全教員の情報を集

約した教育研究者総覧を

毎年度更新することで、

教員相互の情報交換及び

評価に役立てるととも

に、学外へ情報発信する。 

 また、各学部・大学院

は、研究成果を国立情報

学研究所の学術コンテン

ツ登録システムに登録

し、国内外に積極的に情

報発信する。 

イ 研究者情報の発信 

  Web 上の教育研究者総覧に、各教

員の当該年度の研究目標及び前年

度の研究成果の項目を加え、5 月 1

日を基準日として更新する。 

また、各学部・大学院は、研究成

果を国立情報学研究所の学術登録

システムに登録する仕組みを整え、

順次登録する。 

 

イ 研究者情報の発信 
  教育研究者総覧に各教員

の研究目標、研究成果を加え
て、5月1日を基準日として更
新した。さらに、その後の更
新状況が把握できるよう、最
新更新年月日を自動表示す
るようシステム改良を行っ
た。 

また、「岡山県立大学 学
術情報リポジトリ」を12月に
立ち上げ、論文の公開を開始
した。 

 

 

３ 

41 ウ 大学として重点的に取

り組む課題 

 本学の基本理念に沿っ

た研究課題を一定年度毎

に設定し、その研究成果

を社会に還元すること

で、国内外からの評価を

受ける。 

ウ 大学として重点的に取り組む課 

題 

 産学官連携推進センターで実施

する「領域・研究プロジェクト」及

び福祉・健康まちづくり推進センタ

ーで実施する「領域研究」を大学と

して重点的に支援する。また、その

研究成果が社会に還元される実績

を評価する。 

ウ 大学として重点的に取り組
む課題 

  「領域・研究プロジェクト」
について地域共同研究機構に
おいて 3 領域・6 プロジェクト
を推進した。 

（Ⅱ－４－(2)－ア［No.51］、
参照） 

また文部科学省の COC 事業
について、25 年度は不採用と
なったが、26 年度の応募へ向
けて準備を進めた。  

[評価時の観点] 
福祉・健康まちづくり推進センタ
ーの活動が低調であった。 

 

２ 

 

 

42 エ 倫理審査 

倫理的な配慮を図るた

め、教員が人間を直接対

象として行う医学、生物

学及び関連諸科学の研究

を行う場合は、必要に応

じて倫理委員会の審査を

受ける。 

エ 倫理審査 

現行の倫理審査規程（平成23年度

に一部見直し）等により、必要な審

査を行う。 

エ 倫理審査 
   医学研究に当たっての倫理
的原則を遵守し、必要な審査を
倫理委員会において行った。 

 
 倫理委員会開催数 8回(6 回) 
 審査依頼  78件(66件) 
承認    76 件(65 件) 

※（ ）内は 24年度実績 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 研究に関する目標 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

 

中

期 

目

標 

教員の研究活動が促進されるとともに、研究成果が社会に還元される研究実施体制等を整備する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）研究実施体制等の整備

に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

（２）研究実施体制等の整備

に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

（２）研究実施体制等の整備に関す

る目標を達成するためとるべき

措置 

― 

43 研究組織や研究資金の
配分等の 

研究実施体制は第 1 期中

期計画で整備されたの

で、その有効性を検証す

るために、学内の競争的

研究資金の配分を受けた

研究成果の評価を厳密に

行う。 

 

 

特別研究費の配分を受
けた研究について、その
成果を評価する仕組みの
一例として、学外者によ
る講評（Ａ４ １頁）を
特別研究報告書に添付す
る。 

特別研究費による研究につい

て、その成果を評価する仕組み

として学外者による講評の実施

を検討したが実現できなかっ

た。 

 

[評価時の観点] 

学外者による講評について検討し

たが、依頼先への負担等の問題があ

り実現に至っていない。厳密な評価

に繋がるような取組が必要である。 

 

 

２ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（１）地域貢献に関する目標 

 

中

期 

目

標 

ア 大学の持つ人的・物的・知的財産を地域に還元する全学横断的な組織である地域共同研究機

構の機能を、引き続き充実・強化し、地域貢献をより一層推進する。 

イ 高校との連携を強化する取組を各学部で積極的に進める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ４ 地域貢献、産学官連携、

国際交流に関する目標を達

成するためとるべき措置 

４ 地域貢献、産学官連携、

国際交流に関する目標を達

成するためとるべき措置 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交

流に関する目標を達成するためと

るべき措置 

― 

― （１）地域貢献に関する目標

を達成するためとるべき

措置 

（１）地域貢献に関する目標

を達成するためとるべき

措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成

するためとるべき措置 

― 

44 ア 学部を超えて共同研究

等を推進する全学的な組

織である地域共同研究機

構の機能を強化するとと

もに、社会活動委員会が

中心となり、地域貢献を

より一層推進する。 

 

 

 ア 地域共同研究機構を構

成する 4 センターは、活

動成果の拡大を図るため

に連携を密にして活動を

行う。特に、第 2期中期

計画での大きな柱である

「福祉・健康まちづくり

推進センター」の活動に

ついては、新たに機構に

配置される予定の教員を

核に、他の 3センターが

協力して支援していく。 

   また、文部科学省の地

（知）の拠点整備事業（大

学 COC（センター・オブ・

コミュニティ）事業）へ

の取組を社会活動委員会

で審議し、これまでの活

動を活かしながら、一層

地域を指向した大学づく

りに取り組む。 

ア  地域共同研究機構及び 4 セン

ターの活動強化を行うために、

各組織の事務分掌を整理した。 

地域共同研究機構が「領域・研

究プロジェクト」や「OPU フォ

ーラム」を担当し独自に情報発

信事業を行えるようにした。 

  機構所属の特任教授を 26年 4月

から採用することを決定し、こ

の特任教授を中心に機構の活動

を行う体制が出来た。 

また、25 年度文部科学省の

COC 事業への応募は、申請内容

を詰めるための期間を十分に確

保出来ず不採用となったが、26

年度の応募に向けて全学的な取

組として準備を進めた。 

 

 

３ 

 

45 (ｱ) 産学官連携推進センタ

ーにおいて、本学の多様

な学術研究に関わる知的

資源を活用し、地域企業

との共同研究や受託研究

等を積極的に推進する。 

 

 

 

 

 

(ｱ) 従来の活動を着実に 

継続するとともに、地 

域や企業とパートナー関

係をつくり、複数年での

質の高い提案型・協働型

の共同研究等を増加させ

ていく。活動においては、

積極的に産学官連携型競

争的研究資金の活用を図

る。 

(ｱ) 産学官の連携を図るリエゾン機

能を中心に質の高い活動を行っ

た。25年度は、外部資金獲得件数

は一部目標を下回ったが、獲得金

額は 24 年度に比べ大幅に増加し

た。 

 

 

 

 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

○外部研究資金獲得件 

（年間） 

資金の種類 現状 目標 

共同研究  28件 40件以上 

受託研究  30件 40件以上 

教育研究奨励寄附金 

29件 40件以上 

 

 

それにより、平成 25

年度の外部研究資金獲

得件数の目標を、共同研

究 34件、受託研究 30件、

及び教育研究奨励寄附

金等 32件とする。 

○外部資金獲得件数 

[( )内は金額で単位は千円] 

資金の種類 目標 25年度 24年度 

共同研究  34件    38件  32件              

(20,928)(10,288) 

受託研究  30件   23件  26件              

(43,923)(35,514) 

教育研究  32件   39件  28件 

 奨励金等     (25,453)(16,012) 

 

 

46 (ｲ) 保健福祉推進センター

において、研究会活動を

通した学術支援等によ

り、看護師、管理栄養士、

社会福祉士、介護福祉士、

保育士、幼稚園教諭等の

専門家の能力の向上を図

るほか、市町村が開催す

る保健福祉関連行事や研

究活動の支援を行う。さ

らに、県・市町村・地域

住民と協働して、子ども

支援と子育て支援の充実

を図る。 

また、県民を対象とし

た、健康・福祉に関する

情報発信を行う。 

 

 

（ｲ） 保健福祉推進センタ

ーは、以下の活動を行

う。 

1） 第一線で活躍している

保健福祉分野の専門職

を対象に、研究会等を

開催する。 

 

 

・看護関係の分野地域看

護学研究会、精神科訪

問ケア研究会、コミュ

ニティ家族ケア研究

会、岡山医療安全研究

会 

・栄養関係の分野 

栄養学研究会 

 

 

 

 

 

・保健福祉関係の分野 

社会福祉研究会、介護

福祉研究会、子どもと保

育研究会、こどものメン

タルヘルス研究会 

 

2） 地域の人々の健康、福

祉の増進を目的に、次

の事業を行う。 

・晴れの国「鬼ノ城カレ

ッジ」 

 

3)  市町村と協力し、次の

事業を行う。 

・一日保健福祉推進セン

ター 

・巡回サテライト（仮称） 

（ｲ） 保健福祉推進センターは、以

下の活動を行った。 

 

1) 専門職を対象にした研究会を

次のとおり開催し実践的研修の

実施、地域との連携による研究、

専門職の支援とネットワークづ

くりに寄与した。 

 

・看護関係の分野 

   地域看護学研究会、精神科訪

問ケア研究会等を延べ 14 回開

催した。 

 

 

 

・栄養関係の分野 

    栄養学研究会を 6 回開催し、

管理栄養士業務の遂行の際に現

在問題になっているテーマ（食

物アレルギーの給食における対

応等）を中心に研究会を実施し

た。 

・保健福祉関係の分野 

社会福祉、介護福祉合同研究

会、子どもと保育研究会等を延

べ 14 回開催した。 

 

 

 

2) 晴れの国「鬼ノ城カレッジ」

は、徳島大学武田英二教授を講

師として「ストレスを克服する

食生活」に関する講演を開催し、

180 名が参加した。 

3) 一日保健福祉推進センターの

事業を 6 人の教員により 9 回開

催し、保健福祉関連の専門職者

を対象に講演を行った。 

 

4) 総社市等とともに、「県大そ

うじゃ子育てカレッジ」の活動

 

４ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

4) 県、市町村、地域と協

働して、子ども支援と

子育て支援を目的に、

次の事業を行う。 

・障害者の余暇活動支援 

・県大そうじゃ子育てカ

レッジ 

推進等に努めた。 

5)  糖尿病相談室を県、総社市、

吉備医師会の協力のもと、25 年

8 月に新たに設置した。医師の

紹介や家族の勧めにより、17 名

（延べ 24 名）が相談室を利用し

た。 

 

[評価時の観点] 

専門職対象の研究会開催、地域住

民を対象とした講座開催、地域の子

育て支援、糖尿病相談室の活動等を

積極的に行い、地域から一定の評価

を得ている。 

47 (ｳ) 認定看護師教育センタ

ーにおいて、糖尿病看護

の高度な実践者を育成す

る。 

  さらに、保健福祉推進

センターと協力して、地

域住民を対象にした糖尿

病に関する相談の場を設

ける。 

 

 

 

 

(ｳ) 認定看護師教育セン 

ターにおける糖尿病看 

護認定看護師教育課程 

を継続する。 

修了生のニーズに合

わせて、1年に 1度のス

キルアップ研修の場を

提供するとともに、2か

月に 1度の事例検討会を

行い、日常の困りごとを

解決していく場を提供

する。 

総社市内の糖尿病患

者の健康維持に貢献す

るため、看護学科、栄養

学科と協力して糖尿病

患者を対象とした相談

窓口を開設する。 

今後の履修生の応募

状況や岡山県看護協会

のニーズ調査等を踏ま

えて平成 28 年度以降の

存続等について検討を

行う。 

（ｳ）認定看護師教育センターの 3期

生 26名と修了試験未修了者 1名の

教育を行った。 

1 期生、2期生及び県内の認定看

護師を対象とした研修会と定期的

な勉強会を開催した。また、8 月

から日本糖尿病教育看護学会の研

究助成金で、1 期生と共同研究を

開始した。 

認定看護師教育センターの教員

と看護学科・栄養学科の教員、市

の健康づくり課が協力して、糖尿

病相談室を開設し、糖尿病患者及

び予備軍の相談を開始した。 

認定看護師の育成という役割を

果たしているが、認定看護師課程

の希望者が定員を下回る状況が続

いていることから、認定看護師教

育センター、教員会、入試委員会、

看護学科において認定看護師教育

センターの将来についての検討を

開始した。 

 

 

 

３ 

48 

 

 

(ｴ) 福祉・健康まちづくり

推進センターにおいて、

学内教員の研究ネットワ

ークを形成するととも

に、学外では地域企業や

行政と連携・協働して、

地域における介護・福祉

環境の充実、高齢者向け

快適ヘルスケア施設の開

発等、安心・安全まちづ

くりを実現するための実

学的研究・開発を推進す

る。 

（ｴ） 福祉・健康まちづくり

推進センターでは、本学

における 2年計画の研究

テーマを公募に基づい

て定め、協定校との共同

研究を開始するととも

に、協定校と研究関連ワ

ークショップを開催す

る。 

（ｴ）平成 24 年度に設定した研究テ

ーマが全学的な広がりを見せな

いことから、より地域に貢献す

る全学的な活動としてテーマを

「地域包括ケアシステムの構

築」にした。これに基づき関連

シンポジウムを開催した。 

 

 [評価時の観点] 

研究テーマの変更に至るととも

に、その活動はシンポジウム開催程

度と低調であった。 

 

 

 

２ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

  また、超高齢社会を迎

えようとしている東アジ

ア圏において、研究及び

ビジネス展開を支援す

る。 

 

49 

 

 

(ｵ) 社会貢献年報を発行

し、本学の地域貢献活動

等の成果を集約し、学内

外にその活動を紹介する

とともに、次年度に向け

た社会貢献活動の改善の

指針を提示する。 

（ｵ） 教員個人・各学部・各

センターの諸活動の現

状と課題を把握した上

で、全学レベルでの社会

貢献活動として一元化

して社会貢献年報にま

とめ、学内外に発信す

る。 

（ｵ）「社会貢献年報 2012」を発行

した。「社会貢献年報 2013」の

編集では、本学の社会貢献活動

を主として学外に発信する媒体

として位置づけた。 

 

 

３ 

50 イ 県内高校の校長や進路

指導担当教員と定期的に

協議・情報交換を行うと

ともに、各学部において

大学・高校間の双方向で

の学習効果を高める取組

を推進する。  

 

イ 県内高校との協議を定

期的に行い、高校からの

要望等を聴取するととも

に、本学の理念及び教育

方針の理解を求める等、

情報交換の場として積極

的に活用する。 

  また、本学と県教育委

員会との「連携協力に関

する協定」に基づき、高

校生に対し、大学レベル

の教育を履修する機会と

して連携講座の開催や、

専門分野での講師派遣を

行う。  

イ 全学的な事業として、県内高校
との協議を次のとおり開催した。 
・県高等学校長協会との懇談会 

  日時：7月 25日（木） 
場所：岡山県立大学本部棟 

会議室 
参加：10 校（15校） 

・高等学校等進路指導担当教員と
の意見交換会 

  日時：6月 27日（木） 
  場所：岡山県立大学本部棟 

会議室 
  参加：52校（50校） 

※（ ）内は 24年度実績 
高校との連携講座・講師派遣実績  

（全学的な活動） 
連携講座 1校、3講座 

   総社 
講師派遣 延べ 8校、15講座 

  岡山一宮、倉敷古城池、倉敷南、 
玉野光南、笠岡、林野 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（２）産学官連携の推進に関する目標 

 

中

期

目

標 

地域共同研究機構を核として、大学の研究内容等を情報発信するフォーラムの開催や企業・行政

等の関係者と教員の交流により、産学官連携の充実を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）産学官連携の推進に関

する目標を達成するため

とるべき措置 

（２）産学官連携の推進に関

する目標を達成するため

とるべき措置 

（２）産学官連携の推進に関する目

標を達成するためとるべき措

置 

― 

51 ア 異分野の複数教員の連

携で実学創造の学域融合

研究を行う「領域・研究

プロジェクト」を推進す

る。 

ア 産学官連携推進センタ

ーは、健康・福祉、地域・

環境、モノ・コトづくり

の3重点領域の下に、5プ

ロジェクト程度の研究を

推進する。 

ア 領域・研究プロジェクトは地
域共同研究機構が担当すること
とし（Ⅱ-4-(1)-ア［No.44］参照）、
健康・福祉、地域・環境、モノ・
コトづくりの3重点領域の下に、
6 プロジェクトの研究を推進し
た。 

(1)「健康・福祉」領域 
・糖尿病に関する新しい予防・診
断・治療の拠点づくり 

・情報技術による介護・看護支援 
(2)「地域・環境」領域 
・革新的な CO2 削減技術・システ

ムの開発 
(3)「モノ・コトづくり」領域 
・ディジタルエンジニアリング 
・新製品の企画・開発を促進する
ための産学協働 

・人がつながる身体性メディア技
術 

 

 

３ 

52 イ 教員とコーディネータ

が企業等に出向き、研究

内容の紹介や技術相談、

情報交換等を行うアクテ

ィブ・ラボを積極的に推

進する。 

○アクティブ・ラボ実施件数

(年間) 

項目 訪問企業数 

現 状 (H19 ～ 23 年 度 平 均 )  

31 件 

目標(最終年度) 

  50件以上 

    

 イ 新規教員の参加を促

し、複数教員の参加に努

め、共同研究等を視野に

入れたアクティブ・ラボ

（出前研究室）の実施件

数が 40件以上となるよう

に推進する。 

イ 共同研究等に向けた本学の研究
シーズの発信及び企業情報の入手
のため、新規参加教員の拡大に努
め、アクティブ・ラボ（出前研究
室）を推進した。 

 
○アクティブ・ラボ実施件数 

 
 
 

訪問
企業
数 

訪問
回数 

参加
教員
数 

延参
加教
員数 

全学 38 42 26 52 

(28) (32) (22) (39) 

保健福

祉学部 

 13 7 17 

 (7) (7) (7) 

情報工

学部 

 12 10 14 

 (16) (8) (16) 

デザイ

ン学部 

 18 9 21 

 (19) (7) (14) 

※各学部学科別数は、複数学部によ

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

る合同実施があるため、その集計数
は全学と一致しない。 
※( )内は 24年度実績全学実績  

53 ウ OPU フォーラムを本学

で毎年度開催し、教員の

研究紹介や企業・団体と

の交流促進を図る。 

ウ OPUフォーラムを開学

記念日（5月 29 日）に開

催する。 

多数の地域の企業・団

体の来場を計画的に促し

て、今後の共同研究等の

産学官連携活動に繋げ

る。 

 

ウ OPU フォーラム 2013 を開学記
念日（5 月 29 日）に本学で開催し
た。 
・統一テーマ 未来へのアクセス 

  －心・技・体で夢をかなえる－ 
・参加者 700 名 

（学外 345 名、学内 355 名） 
・展示数  25 年度 24 年度 

  学内    112 件    99 件 
  企業・団体  26 件    45 件 
・特別講演 

 「魔球、ガン治療、自動車 
－ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが切り開く新次元－」 

  （独)理化学研究所情報基盤 
ｾﾝﾀ-長 

姫野 龍太郎 氏 
26 年度の OPU フォーラムがこ

れまで以上に産学官連携に繋がる
ものとなるように、目的を、本学
の研究シーズと産学官とのマッチ
ングに絞り、開催場所を岡山市内
中心部「岡山国際交流センター」
とし、研究展示の選定を行った。 

 

３ 

 

54 エ 県内外の経済団体、企

業、産業支援機関、行政

等との連携を深め、外部

に対しては本学の研究シ

ーズの情報、学内の教員

に対しては競争的資金の

公募や産学官連携行事等

の情報を発信する。 

エ 岡山県等の行政機関、

岡山県産業振興財団や岡

山商工会議所等の産業支

援機関、金融機関等との

連携を強化し、情報収集

を行うとともに、積極的

に本学の研究シーズを外

部に発信する。 

 

 

 

 

 

 

また、学内には、メー

ルマガジンや委員会等に

より、競争的資金の公募

や産学官連携行事等の情

報を発信する。 

エ 県内外の諸組織との連携を強化

し、情報収集を行うとともに、積

極的に本学の研究シーズの情報発

信を行った。 

研究シーズの情報発信を対外的

により一層拡大するため、「イノ

ベーションジャパン 2013」の視察

を行った結果、本学の従来の研究

シーズの情報発信が不十分と認識

した。そのため、本学の広報戦略

の視点から、研究シーズの情報発

信のあり方を再検討し、「研究シ

ーズ集」の発行を決定し、編集し

た。 

また、学内では委員会等により、

競争的資金の公募や産学官連携行

事等の情報を発信したほか、ホー

ムページ・メールで競争的資金の

公募や産学官連携行事等の情報を

発信した。 

                 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（３）国際交流に関する目標 

 

中

期 

目

標 

ア 国際化に対応する人材を育成するため、国際交流協定を締結している外国の大学との間で、

学生・教職員の相互派遣及び共同研究等による教育研究交流を推進する。 

イ 教育研究の進展に対応して、国際交流協定を締結する大学を拡大する。 

ウ 国際社会に開かれた大学として、学生の海外研修を推奨するとともに、留学生の受

入を進める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （３）国際交流に関する目標

を達成するためとるべき

措置 

（３）国際交流に関する目標

を達成するためとるべ

き措置 

（３）国際交流に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

― 

55 ア 海外の大学との間で、

国際共同研究を行ってい

る教職員や学生の幅広い

分野での相互交流を推進

する。 

 

○海外の大学との国際共

同研究数 

現状(H19～23 年度平均) 

9 件 

目標(最終年度)     

15 件 

ア 交流協定大学等との

国際共同研究のための

教職員や学生の相互的

な国際交流を推進する。

それにより、国際共同研

究数の目標を 10件以上

とする。 

看護学科では、英国研

究者との共同研究を継

続する。 

ア 交流協定大学等との国際共同研
究数は 9 件となった。 

【国際共同研究】 

学科・学部 国際共同研究 

看護 ・ﾈﾊﾟｰﾙ AMDA 

・英国 

栄養 ・四川大学 

・南昌大学 

保健福祉 ・又松大学校 

・東明大学 

・KTCA療養保護教育院 

・ﾍﾞﾙｹﾞﾝ大学 

情報工学 ・北京科技大学自動化

学院 

デザイン - 
 

 

 

３ 

 

56 イ 国際交流協定を締結す

る大学を必要に応じて拡

大する。 

 

○ 国際交流協定締結大学数 

現状（Ｈ24年度） ７大学 

目標（最終年度） 10大学 

イ 全学的な国際交流協

定を増やす準備として、

学部間交流協定先等と

の交流を深化させる。 

情報工学部では、北京

科技大学自動化学院と

の相互交流を推進し、ワ

ークショップの開催、国

際共同研究の提携等に

よる連携を深める。 

デザイン学部では、ハ

ーバード大学との間で

建築・都市デザインの分

野におけるワークショ

ップを開催する。 

イ 全学的な国際交流協定を増やす準
備として、学部間交流協定先等との交
流を深化させた。 

 
【看護学科】 
・ 新たにインドネシアのハサヌディ

ン大学との交流の可能性を調査し
た。 

【保健福祉学科】 
・ 学科教員が、学生3名を引率し、

ソウル神学大学（韓国）と研究交流
を行った。 

・ 学科教員が、学生を対象にしたオ
ーストラリア福祉施設体験プログ
ラムの実施に向けて、オーストラリ
アの福祉施設の視察を行った。 

【情報工学部】 
・ 北京科技大学にて合同ワークショ

ップ 「USTB-OPU Joint Workshop 
on Recent Advances in Control 
Science and Information echnology 」
を開催するとともに、北京科技大学
自動化学院の関連研究室の見学及

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

び共同研究を行った。  
【デザイン学部】 
・ デザイン学部で予定していた、ハ

ーバード大学教員を迎えてのワー
クショップは先方教員の都合で延
期となった。 

 

57 ウ 学生の海外研修を推奨

するとともに、留学生の

受入と派遣を進める。 

○ 語学・文化研修の参加

と受入数、留学生の派

遣と受入数 

項目 海外での語学・文化研

修参加者数 

現状（Ｈ24年度） 

 24名 

目標（最終年度） 

  30名 

 

項目 海外からの語学・文化

研修受入数 

現状（Ｈ24年度） 

20名 

目標（最終年度） 

  25名 

 

項目 海外への留学生派遣数 

現状（Ｈ24年度） 

  0名 

目標（最終年度） 

  3名 

 

項目 海外からの留学生受入

数 

現状（Ｈ24年度） 

  10名 

目標（最終年度） 

  20名 

ウ 語学・文化研修の参加

者、留学生の送り出しに

ついては、学生への啓発

に努め、受入については

受入体制の整備を促進

し、それぞれの人数が現

状より数名程度増える

よう努める。 

  海外からの講師招聘

等の機会を捉えて、諸外

国の文化や政治・経済事

情及び相手大学におけ

る教育研究内容につい

て関心を高める。 

 

ウ 

【海外研修送り出しのための措置】 

・5月、12月に参加者募集及び説明会を

開催した。 

・新規研修機会として、アデレイド大学

への語学・文化研修、香港へのスタデ

ィツアーを企画した。 

・参加費の助成制度を拡充し参加を促進

した。 

【留学生受入のための措置】 

・大学案内の英語版を作成した。 

・保健福祉学研究科では、学生募集要項

の英語版、研究科概要の紹介パンフレ

ットの英語版を作成しPRに利用した。 

 

○ 語学・文化研修の参加と受入数、留

学生の派遣と受入数 

・海外での語学・文化研修参加者数 

英国国立バンガー大学   9名（10名） 

韓国又松大学校       0名（10名） 

中国四川大学       0名（４名） 

南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｲﾄﾞ大学 14名（－） 

合 計       23名（24名） 

＊又松大学校と四川大学は参加希望

者が少なく中止した。 

・海外でのスタディツアー参加者数 

香港         5名（－） 

・海外からの語学・文化研修受入 

韓国又松大学校、南海大学16名 

（20名） 

・海外への留学生派遣数   0名（ 0名） 

・海外からの留学生受入数 

12名（10名） 

          ※( )内は24年度実績 

・看護学科で、韓国又松大学校から2名

の交換留学生が、後期の半年間在学

し、15単位を履修した。留学生が看護

学科学生へ韓国の医療・看護について

の紹介を行ったことで、学生間の相互

理解が深まった。 

・ 大学院のネパール人講師による英語

の授業を看護学科1年生が聴講するこ

とで、異文化理解が進み、英語を学ぶ

ことの動機付けができた。 

 

３ 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（４）県内の大学間の連携・協力に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

 大学コンソーシアム岡山の活動に参画し、地域の教育・学術研究の充実・発展を図るとともに、

産学官連携による活力ある人づくり・街づくりに取り組む。 

   

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （４）県内の大学間の連携・

協力に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（４）県内の大学間の連携・

協力に関する目標を達成

す る た め と る べ き 措 

置 

（４）県内の大学間の連携・協力に

関する目標を達成するためとる

べき措置 

― 

58  本学の人的・知的資源

を活用して、「大学コン

ソーシアム岡山」の単位

互換制度への授業科目の

提供、社会人教育への講

師派遣等の人づくりや街

づくりなどの取組に積極

的に参画する。 

本学の人的・知的資源を

活用し 

て、「大学コンソーシア

ム岡山」の単位互換制度

及び吉備創生カレッジへ

の授業科目の提供を引き

続き行うとともに、学生

が主体のイベント等に学

生を積極的に参画させ

る。 

・大学コンソーシアム岡山の「吉備 

創生カレッジ」に社会人向けの講義 

科目を提供した。 

 H25 前期 

 「近代期の禁酒運動」  

 「高齢者の健康維持と運動」 

 「日本のデザイン文化」 

 H25 後期 

 「いま、子どもの育ちを考える」 

 「人とロボットの眼の不思議」 

 「続・日本のデザイン文化」 

・大学コンソーシアム岡山の参加大 

学相互間による単位互換制度へ 12 

講義科目を提供した。 

・学生によるエコイベント「岡山か 

らエコの輪を広げよう」に参画し

た。 

 

３ 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 運営体制の改善に関する目標 

 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

（１）理事長（学長）、学部長等を中心とする機動的な運営の推進 

理事長(学長)が、その指導力、統率力を発揮して、責任ある意思決定を迅速に行い、全学的

な業務を的確に遂行する体制による運営を推進する。 

また、学部等においても、大学全体の方針に基づき、効率的な運営を行う体制を確立する。 

（２）全学的な視点による戦略的な大学運営の推進 

理事長（学長）のリーダーシップのもと、法人の目的を達成するため、全学的視点及び学内

競争原理に基づいた効率的な資源配分を行う。 

（３）地域に開かれた大学づくりの推進 

大学の活動内容が広く住民に周知され、住民や地域社会の要請が大学運営に適切に反映され

るよう、地域に開かれた大学づくりを進める。 

（４）評価制度の活用等による業務運営の改善に向けた継続的取組の推進各種評価制度や監事によ

る業務監査を活用し、継続的に業務運営を改善する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅲ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するためとるべき

措置 

― 

― １ 運営体制の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 運営体制の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

― （１）理事長（学長）、学部

長等を中心とする機動的

な運営の推進 

（１）理事長（学長）、学部

長等を中心とする機動的

な運営の推進 

（１）理事長（学長）、学部長等を

中心とする機動的な運営の推進 

― 

59 ア 理事長（学長）のリー

ダーシップ 

理事長（学長）は、学

内コンセンサスの確保に

留意しながら全学的な立

場でリーダーシップを発

揮し、大学運営に関して

責任ある意思決定を迅速

かつ的確に行う。 

ア 理事長（学長）のリー

ダーシップ 

 理事長は、管理運営上の

諸問題に迅速かつ的確な

意思決定を行うとともに、

全教員に向けて決定の根

拠や諸事情の説明を遅滞

なく自ら公表する。 

ア 理事長（学長）のリーダーシ

ップ 

最終権限のある理事長がリー

ダーシップを発揮し、教職員か

らも意見を聴取しながら、迅速

かつ一貫性ある意思決定を行っ

た。 

全教職員へ向けた学長メッセ

ージを 4 回発出するとともに、

各学部毎に教員との懇談会を実

施した（3 回）。 

 

３ 

60 イ 理事長（学長）の補佐

体制 

  理事長がリーダーシッ

プを発揮できるよう、「総

務・財務」、「経営」、

「教育研究」、「産学官

連携」の各担当理事が責

任をもって理事長を支え

る。 

大学運営に学外の幅広

い意見を反映させるた

め、理事や審議会等の委

イ 理事長（学長）の補佐

体制 

  役員（副理事長・学内

理事）は、絶えず情報交

換を密にして、理事長の

意思決定を助けるととも

に、理事長の方針に基づ

いて行動する。 

 イ 理事長（学長）補佐体制 
   大学運営に関する全学的な共

通認識のもと、学内理事会を定
期的に開催し、各担当理事が責
任を持って理事長を支る体制を
保持した。 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

員に学外の有識者や専門

家を登用する。 

61 ウ 学部長の役割 

 各学部長は、研究科長

を兼務し、学長の指示を

受けるとともに、それぞ

れの教育研究分野を担当

する教員の意見にも配慮

して、学部全体の意思決

定及び運営を大学の方針

に基づいて適正かつ効率

的に行うよう努める。 

ウ 学部長の役割 

 各学部長は、各会議の

場で学部の意見を的確に

述べることができるよう

に、学部の諸会議を十分

な時間をとって運営す

る。 

 同時に、学部長は、そ

の会議で大学運営の方針

が教員に理解されるよう

に説明する。 

ウ 学部長の役割 

  各学部長は、所属教員に大学

運営の方針を説明し理解を得

た。また、学長に対して学部と

しての意見を明確に説明した。 

 

 

３ 

 

 

 

 

62 エ 教員組織と事務組織と

の連携強化 

   教員と事務職員の役割

分担を明確にするととも

に、相互理解を深め協働

して機動的な大学運営を

行う。 

 

 

 

エ 教員組織と事務組織と

の連携強化 

  これまで構築してきた

業務や各種システムの運

営状況（教員と事務職員

の役割分担）を点検し、

改善に努める。 

エ 教員組織と事務組織との連携
強化 

  教員組織と事務組織では、教
育研究者と管理運営者としての
立場の違いがあり、業務によっ
ては相互の理解が十分でない状
況があった。 

 
［評価の観点］ 
   両組織の連携を強化するために
業務や役割分担について相互理解
を深める必要がある。  

 

２ 

 

63 オ 各種委員会の運営 

  各種委員会において、

各委員はその審議結果を

責任をもって各部局の教

職員に周知させる。 

 

 

オ 各種委員会の運営 

  委員会の委員は、審議

結果を各部局の教職員に

周知する。そのために、

特に学部長は、前項ウに

努め、委員会と学部の会

議の間で発言に齟齬を生

じないようにする。 

オ 各種委員会の運営 
  委員会等の審議結果は、各学

部の諸会議で伝達されている
が、その内容が各教員に必ずし
も明確に伝わっていない。 

［評価の観点］ 
委員会等の資料作成や各学部で

の説明を明確かつ効果的に行う必
要がある。 

 

２ 

 

― （２）全学的な視点による戦

略的な大学運営の推進 

（２）全学的な視点による戦

略的な大学運営の推進 

（２）全学的な視点による戦略的な

大学運営の推進 

― 

64 ア 全学的、中長期的な視

点に立ち、大学の目標と

教育研究上の重点分野に

留意しつつ、 CC戦略に基

づいて、学部の枠にとら

われず学内の資源配分を

行う。 

 

 ※CC戦略： 

  学内を競争

[competition]と協働

[collaboration]と位置

づけ、競争意識をもって

各教員が教育研究活動に

取り組むとともに、異な

る専門分野の協働作業を

ア CC戦略は競争と協働と

いう相対立する活動概念

であるが、それらの融合

により教育研究の目標を

達成すべきである。それ

により、限られた学内の

資源を配分するにあたっ

ては、現実を合理的に認

めるとともに、高い志を

抱いて目標実現のための

判断あるいは行動する努

力を全教員は行う。 

※CC戦略： 

  学内を競争

ア 新理事長（学長）の就任を機

に、全学的、中長期的な視点に

立ち、次の運営方針を設定し、

26年度以降取組を行うこととし

た。 

 

1)全学教育に教養教育を積極的に

導入する。 

2)国際交流を促進するとともに、

グローバル教育を推進する。 

3)地域貢献について戦略的に取り

組む。 

 

  新たな 3 方針への取組に際して

は、これまでの CC戦略で培った活

動概念は継続される。 

  

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

促進させる戦略 

 
[competition]と協働

[collaboration]と位置

づけ、競争意識をもって

各教員が教育研究活動に

取り組むとともに、異な

る専門分野の協働作業を

促進させる戦略 

 

65 イ 年度毎に部局長会議で

大学の重点課題を決定

し、大学としてその課題

解決に向けた取組に資源

を集中投資するととも

に、その活動成果を検証

して、今後の方針に反映

させる。 

イ 部局長会議で大学の重

点課題を決定し、その課

題解決に向けた取組に資

源を集中する。課題解決

に関する評価は、経営審

議会で行う。 

イ 部局長会議において、理事長

が自らの方針や目標を提示し、

各部局長との認識を共有する

とともに、その課題解決のため

の議論を行った。  

 

 

 

３ 

 

― （３）地域に開かれた大学づ

くりの推進 

（３）地域に開かれた大学づ

くりの推進 

（３）地域に開かれた大学づくりの

推進 

― 

66 ア 毎年度、公開講座等を

実施し、県民に親しまれ

る大学づくりを行う。 

ア 公開講座を開催し、地

域住民に幅広く学習機会

を提供するとともに、大

学における研究の成果を

普及し、その活用を促進

する。毎年度各学部持ち

回りで開催しており、25

年度は情報工学部が担当

する。 

  研究成果を一般に公開

する学内開放を引き続き

大学祭に併せて行うとと

もに、地域の子どもが参

加する夏休み工作教室、

県大探検バスツアー等の

イベントを開催する。 

  これらの効果的な PR

に努める。 

ア  
・公開講座は情報工学部が担当し

て実施した。 
テーマ：「快適な暮らしを求めて

-現代における情報技術
-」（全 5回） 

参加者：64名（延べ 180名） 
修了者：39名（3回以上出席） 
＊10代受講者が 11 名と若い世代

からの関心が高かった。 
・大学祭に併せて学内開放を行っ

た。 
・夏休み工作教室を次のとおり行

った。 
 開催日：8月 21日 
 参加者：18名        

（20名） 
・夏休み県大探検を次のとおり行

った。 
 開催日：8月 21日 
 参加者：小学生 43名 （24 名） 
     保護者 28名 （14 名） 
※ ( )内は 24年度実績 

 

３ 

67 イ 地域に出向いて社会人

向けの講演や専門分野に

関する研究会を行うアク

ティブキャンパス(移動

型の情報発信基地)を推

進し、地域の多様な要望

に応える。 

イ 地域の多様な要望に応

えて積極的に地域に出向

き、地域住民に喜ばれる

アクティブキャンパスを

積極的に開催する。 

イ 学内公募した結果、17件の申請
があり、全件承認した。活動の多
くは新聞に報道され、地域貢献活
動として情報発信された。 

 ・アクティブキャンパス実施実績 
 【全学】 
   講座数 17講座（22 講座） 
   開催数 98回  （154 回）  
【看護学科】 

講座数 4講座（ 3講座） 
   開催数 10回  （  7 回） 
   講座名 保健師活動実践講

座外 

 

２ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

  【栄養学科】 
講座数 0講座（ 0講座） 

   開催数 0回  （  0 回）  
  
【保健福祉学科】 

講座数 4講座（ 4講座） 
   開催数 45回  （ 33 回） 
   講座名 岡山県子育てネッ

トワーク研究集会シンポジ
ウム外 

  【情報工学部】 
講座数 1講座（ 3講座） 

   開催数 3回  （ 13 回） 
   講座名 商店街で学ぶ情報
通信工学 
【デザイン学部】 

講座数 8講座（12講座） 
   開催数 40回  （101 回） 
   講座名 県産木材を利用し

た新しい建築の学
外アピール外 

※ ( )内は 24年度実績 
[評価の観点] 
大学全体の講座開催回数が 154回

（24年度）から 98回（25年度）へ
と大きく減少した。 

― （４）評価制度の活用等によ

る業務運営の改善に向け

た継続的取組の推進 

（４）評価制度の活用等によ

る業務運営の改善に向け

た継続的取組の推進 

（４）評価制度の活用等による業務

運営の改善に向けた継続的取組

の推進 

― 

68 ア 認証評価機関及び地方

独立行政法人評価委員会

による評価結果を踏ま

え、大学の組織、業務運

営及び教育研究活動につ

いて、継続的な見直しを

行う。 

ア 評価委員会に認証評価

部会を設置し、次の機関

別認証評価の受審に向け

た準備に着手する。 

県評価委員会による評

価結果を大学の組織、業

務運営及び教育研究活動

の改善に活用するととも

に、改善への活用が難し

い問題に関しては県評価

委員会で理解が得られる

ように率直に説明する。 

ア 評価委員会において審議した

結果、機関別認証評価を平成 28

年度に受審することとした。 

  また、県評価委員会による評

価結果や参考意見を業務運営等

の改善に活用するとともに、県

評価委員会へは課題を整理する

等、わかりやすい説明に努めた。 

 

３ 

 

69 イ 監事による法人業務の

監査結果を大学運営に適

切に反映させる。 

イ 監事及び会計監査人の

監査結果に指導項目があ

れば、役員会、経営審議

会及び教育研究審議会に

おいて改善策を検討し、

大学運営に適切に反映す

る。 

 

イ 平成 24 年度の監査では「適正
に行われている。」との結果を
得た。 

 
 
 

 

 

３ 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中

期

目

標 

教育研究活動が、時代の変化や地域社会の要請に応え、地域産業の発展に資するよう、必要に応

じ教育研究組織を柔軟に見直す。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 教育研究組織の見直しに

関する目標を達成するため

とるべき措置 

２ 教育研究組織の見直しに

関する目標を達成するため

とるべき措置 

２ 教育研究組織の見直しに関する

目標を達成するためとるべき措置 

― 

70   地域の要請に応え、地域 

とともに発展する大学とな 

るため、教育研究組織の充 

実を図るとともに、必要に 

応じて学外組織との間で組 

織編成や運営の協働化を検 

討する。 

 

 

Ⅱ．１．（３）ア(No24)

で述べた「教員の配置」

に関して、教育のみなら

ず研究も考慮して、組織

の見直しを行う。 

教育研究活動を支援する組織体

制を整備するため、大学教育開発

センター（仮称）の設置等を検討

した。 

[評価時の観点] 

大学教育開発センターの設置には

各種調整が必要なため、26年度に継

続して検討することとなった。 

 

２ 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

３ 人事の適正化に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

（１）法人化の特長を生かした弾力的な制度の運用  

法人の自主的・自律的な運営により学部の枠を越え、全学的な視点に立った弾力的な教員人

事を行う。 

（２）能力・業績等を向上させる制度の運用   

教員の能力・業績等が適正に反映される評価制度を運用することにより、教員の意欲の向上

を図り、教員の資質向上、ひいては教育研究の活性化に資する。 

 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３ 人事の適正化に関する目

標を達成するためとるべき

措置 

３ 人事の適正化に関する目

標を達成するためとるべき

措置 

３ 人事の適正化に関する目標を達

成するためとるべき措置 

― 

― （１）法人化の特長を生かし

た弾力的な制度の構築 

（１）法人化の特長を生かし

た弾力的な制度の構築 

（１）法人化の特長を生かした弾力

的な制度の構築 

― 

71   労働関係の法改正に伴

う対応を適正に行うとと

もに、柔軟で弾力的な人

事運営を行う。 

 平成 25 年度から適用さ

れる労働契約法の改正を

踏まえ、任期付きの教職員

との労働契約を適切に行

う。 

労働契約法の改正を踏まえ、

教員の任期規程の改正を行っ

た。 

全ての任期付き教職員と労働

契約を締結するとともに、更新

審査を適切に実施した。 

  

３ 

― （２）能力・業績等を向上さ

せる制度の運用 

（２）能力・業績等を向上さ

せる制度の運用 

（２）能力・業績等を向上させる制

度の運用 

― 

72 ア 教員の個人評価制度を

適正に運用し、教員の意

欲の向上、資質の向上を

図る。 

ア 教員の個人評価実施要

項に基づき教員の個人評

価を実施し、実施要項の

改善が必要であれば、評

価委員会で改正する。た

だし、評価項目の継続性

は重視する。 

ア 教員の個人評価を実施した。 
（Ⅱ－1－(3)－ウ［No.30］、参
照） 

評価委員会で、現在の評価方法
について審議した結果、公平性を
確保できる評価項目の設定と評
価結果の待遇面への反映を検討
することとなった。 

 [評価の観点] 
評価結果の待遇面への反映方法

について具体的な議論が深まらな
かったが、県評価委員会からの指摘
もあり今後の課題とされた。 

 

２ 

 

73 イ 理事長（学長）は、個

人評価制度により改善を

求められた教員と面談

し、問題解決のアドバイ

スを行うとともに、全学

の管理運営上の改善の参

考とする。 

イ 理事長（学長）は、Ｃ

評価を受けた教員と面談

し、当該教員が抱える問

題解決のアドバイスを行

うとともに、全学の管理

運営上の改善の参考とす

る。 

イ 実施要項に基づき、理事長（学

長）が C 評価者全員と面談を実施

し、教員が抱える問題へのアドバ

イスや取組の強化を促した。 

 [評価時の観点] 

NO.72 に同じ。 

 

 

２ 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標 

 

中

期

目

標 

効率的かつ合理的な事務処理を行うため、事務組織及び業務等について不断の見直しを行う。 

事務組織が十分や任務を果たすことができるよう、SD(スタッフ・ディベロップメント：職員の資

質の向上のための取組)活動を組織的に行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ４ 事務等の効率化、合理化

に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

４ 事務等の効率化、合理化

に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

４ 事務等の効率化、合理化に関す

る目標を達成するためとるべき措

置 

― 

― （１）業務の見直し （１）業務の見直し （１）業務の見直し ― 

74  業務の進め方について

不断の見直しを行い、情

報システムの導入等、適

切な手段を用いて事務処

理の合理化・効率化を行

う。 

 学内の情報共有を進め

るとともに、事務処理の

合理化・効率化を図るた

め、グループウェアの導

入等を検討する。 

事務局内の業務の効率化や情

報共有を進めるため、スケジュ

ール管理や設備予約(公用車、会

議室)、アドレス帳等が共有でき

るグループウェアを導入した。 

 

３ 

 

 

― （２）事務組織の見直し （２）事務組織の見直し （２）事務組織の見直し  

75 ア 事務職員については、

県からの派遣職員数が段

階的に削減される見通し

であることから、法人職

員を計画的に採用し、育

成する。 

ア 法人採用職員について

は、引き続き、計画的な

採用を行いながら資質の

向上に努める。 

 ア 法人採用の事務職員採用試験

を実施し、4 名を採用した。 

 

３ 

 

 

76 イ 適正な規模の人員配置

を実現するため、組織運

営の効率化を図るととも

に、非常勤職員も含めた

人員配置等について不断

の見直しを行う。 

イ 適正な規模の人員配置

を実現するため、組織運

営の効率化を図るととも

に、非常勤職員も含めた

人員配置等について不断

の見直しを行う。 

 イ 教員の定数を今後 6 年間で 9

名削減することを決定するとと

もに、組織の運営強化を図るた

め、特任教員を 2 名の採用を決

定した。 

 

 

３ 

 

 

77 

 

ウ 優秀な人材の確保及び

定着のため、男女が共に

働きやすい勤務環境の整

備に努める。 

 

ウ 妊娠・出産、育児に関

する諸制度の周知と利用

促進を図り、仕事と子育

ての両立支援を行う。 

 

 ウ 教職員の新規採用者に対する

説明会で、大学の諸制度を説明

するとともに、対象者へのきめ

細かい対応を行った。 

 

３ 

 

 

― （３）事務職員の能力向上 （３）事務職員の能力向上 （３）事務職員の能力向上  

78   事務職員の人事評価制

度を適正に運用し、職員

の資質、能力及び勤務意

欲の向上を図る。 

  また、学内・学外を問

わず研修受講の機会を増

やして、ＳＤ（スタッフ・

  学内で事務職員を対象

とした研修会を実施す

る。また、法人採用職員

については、学外研修に

計画的に参加させる。 

  学内で事務職員を対象とした研 
修会を実施するとともに、法人採 
用職員を、学外研修に参加させた。 
・事務職員を対象とした学内研修 

   3回（延べ 145名） 
 ・公立大学協会主催の公立大学職

員セミナー 2名  

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

ディベロップメント）活

動を推進する。 

 



 

- 59 - 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の増加に関する目標 

 

 

中 

期 

目 

標 

（１）学生納付金 

入学金・授業料等の学生納付金は、法人の業務運営における最も基礎的な収入であることを

踏まえ、他大学の動向、社会情勢等を勘案し、適正な料金設定を行う。 

（２）外部資金の獲得 

教育研究水準のさらなる向上及び活動の活性化を目指し、国の科学研究費助成事業等や産学

官連携・地域連携による共同研究等の外部資金の獲得を積極的に推進する。 

（３）その他の自己収入確保 

大学資源の人的、物的等の資源の有効活用により、自己収入確保に向けた取組を推進する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅳ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

Ⅳ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

― １ 自己収入の増加に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 自己収入の増加に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 自己収入の増加に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

― （１）学生納付金 （１）学生納付金 （１）学生納付金 ― 

79 ア 入学金・授業料等の学

生納付金は、県の認可に

係る上限額の範囲内で、

他大学の動向、法人収支

の状況、社会情勢等を勘

案し、適正な受益者負担

の観点から定期的な見直

しを行う。 

ア 入学金・授業料等の学

生納付金の見直しは、社

会情勢、他の国公立大学

の動向を考慮して、現時

点では行わない。 

ア 入学金・授業料等の学生納付
金の見直しは、社会情勢、他の
国公立大学の動向を考慮して行
っていない。 

 

        

 

３ 

 

 

 

80 イ 学生納付金の納付につ

いては、コスト（手数料）、

手続の簡便性、安全性、

学生の便宜等の観点か

ら、口座振替利用を進め

る。 

イ 授業料の口座振替制度

の周知に努め、口座振替

利用率の維持・向上を図

る。 

イ 授業料の口座振替制度の周知
に努め、口座振替利用率の向上
を図った。 

 
・授業料口座振替率 98.8％ 

(H24:98.1％)  
 

 

３ 

 

 

 

― （２）外部資金の獲得 （２）外部資金の獲得 （２）外部資金の獲得 ― 

81 ア 国の科学研究費助成事

業等の競争的研究資金や

大学改革推進等補助金の

獲得に向け、理事長のリ

ーダーシップの下、戦略

的な取組を強化する。 

 

○ 科学研究費助成事業採

択件数・金額（年間） 

現状     目標 

(H19-24平均)    (最終年度) 

保健福祉学部 

ア 平成 26年度の文部科学

省「科学研究費助成事業」

(25年度に提出)に対し

て、単に申請することを

目標にするのではなく、

例えば、若手教員に対す

る申請書作成の指導や研

究テーマのアドバイス等

の全学的な取組を積極的

に行い、大学全体として、

55 件以上の科研費取得を

ア 平成 24 年度に引き続き、ベテ

ラン教員が研究テーマ等をアド

バイスする科研費提出前検討会

を実施した。 

また平成 25 年度は、教員が計

画書作成時の参考となるよう注

意書きを付した様式や最終確認

を行うための岡山県立大学版チ

ェックリストを作成し、全学的

に資金取得を目指し取組んだ。 

 

 

 

３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 26件          40件以上 

36,373千円 56,000千円以上 

情報工学部 

14件         40件以上 

20,083千円 56,000千円以上 

デザイン学部  

  1件         10件以上 

1,200千円 12,000千円以上 

 

目指す。 

 

○平成 26年度科学研究費助成事業

採択件数・金額（25年度提出、間接

経費を含む） 

全学 採択件数 56件（ 56 件） 

  金額 89,838 千円（81,900 千円） 

保健福祉学部 

採択件数 35件（ 18 件） 

  金額 52,260 千円（29,250 千円） 

情報工学部 

採択件数 17 件（ 18件） 

  金額 33,808 千円（22,500 千円） 

デザイン学部 

採択件数 4 件  （  3件） 

  金額 3,770 千円（ 3,510 千円） 

   

※ ( )内は 24年度実績 

※26年 4月 1日現在（4月転入

者を含み、転出者を除く。） 

  

82 イ 産学官連携を地域のみ

ならず全国規模で推進

し、共同研究・受託研究・

教育研究奨励寄附金の外

部研究資金の獲得をより

一層推進する。 

 

○外部研究資金獲得金額  

（年間） 

現状     目標 

(H19-23平均) (最終年度) 

共同研究 

11,505千円 16,000千円以上 

受託研究 

53,608千円 70,000千円以上 

教育研究奨励寄附金 

13,027千円  16,000千円以上 

（※獲得件数については、

Ⅱ４（１）ア（ア）（項

目 No45） 参照） 

イ 従来の活動を着実に継
続するとともに、地域や
企業とパートナー関係を
つくり、複数年での質の
高い提案型・協働型の共
同研究等を増加させてい
く。活動においては、積
極的に競争的研究資金の
活用を図る。 

  特に今後は、イノベー
ションジャパン等の全国
的な展示会等での情報発
信にも努め、全国規模で
の共同研究等の拡大に努
める。 

  その結果、No45 （外部
研究資金獲得件数）の平
成25年度における目標件
数（総数）96件に対し、
外部研究資金獲得金額
は、全体として75,000千
円以上を目指す。 

イ 外部研究資金の獲得金額は、25
年度目標金額75,000千円に対して
90,304千円となった。（対目標金
額120％） 

 
 
 
○外部研究資金獲得金額 
共同研究 20,928千円（10,288千円） 
受託研究 43,923千円（35,514千円） 
教育研究奨励寄附金等 

25,453千円（16,012千円） 
合計   90,304千円（61,814千円） 
 

※ ( )内は24年度実績 
 

 

３ 

 

 

 

― （３）その他の自己収入確保 （３）その他の自己収入確保 （３）その他の自己収入確保 ― 

83 地域社会の要請に対応

した専門分野の講習会・

研究会等の受講料や施

設・設備の貸出しによる

使用料収入等の増加を図

る。 

 地域社会の要請に対応

した専門分野の講習会・研

究会等の受講料や施設・設

備の貸出しによる使用料

収入等の増加を図る。 

 認定看護師教育課程を除き、有料 

で開催した専門分野の講習会・研究 

会等はなかった。 

[評価時の観点] 

施設・設備の利用促進が図られる

ようPRを図るとともに、有料で開催

し得る公開講座を検討する必要があ

る。 

 

２ 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

２ 資産の管理運用に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

（１）教育研究活動の活性化のため、施設の有効かつ効率的な活用に努めるとともに、適正な維持

管理を図る。 

また、地域貢献の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を行う。 

（２）長期的かつ経営的視点から、金融資産の安全で効率的・効果的な運用を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 資産の管理運用に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 資産の管理運用に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 資産の管理運用に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

84 （１）教育研究の水準を向上

させるため、施設の有効

かつ効率的な活用に努め

るとともに、教育研究施

設等の計画的な維持管

理、補修を行う。 

（１）教育研究施設等の整
備・修繕計画に基づき、
引き続き必要な整備・修
繕を行う。 

 

 

（１）岡山県から「公立大学法人岡
山県立大学施設等整備事業費補
助金」の交付を受け、学部共通
棟(北)他屋根塗装、吸収冷暖房機
分解整備及び空調自動制御設備
更新を行った。 

 

 

３ 

 

 

 

85 （２）大学運営に支障のない

範囲で大学施設を一般に

開放する。 

（２）大学運営に支障のない

範囲で大学施設を一般に

開放する。 

 

（２）地域貢献の観点から、大学運

営に支障のない範囲でスポーツ

施設を一般開放した。 

・施設貸付状況 

  野球場   25 件(12 件) 

  グラウンド 25 件(16 件) 

   ※（ ）内は、24 年度実績 

  

  

 

３ 

86 （３）資産運用、資金管理に

ついては、安全性、安定

性等を考慮しつつ、法律

で認められた範囲内で余

裕資金の効率的、効果的

な運用を行う。 

（３）安全性、安定性等を考

慮しつつ、余裕資金の効

率的・効果的な資産運用

を行う。 

 

（３）余裕資金の適正かつ確実な運

用を図るため、短期及び中期の

定期預金に預け運用を図った。 

 

 

 

３ 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

３ 経費の抑制に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

予算の効率的・弾力的執行により、管理的経費の節減を図る。 

また、教職員一人ひとりのコスト意識の啓発を図るとともに、教育研究活動経費の効率的かつ適正

な執行に努める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３ 経費の抑制に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

３ 経費の抑制に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

３ 経費の抑制に関する目標を達成

するためとるべき措置 

― 

87 （１）競争性のある調達の徹

底、外部委託と内部資源

活用のコスト比較、内部

事務の効率化・省力化な

どにより、管理経費・投

資経費の節減を図る。 

（１）競争性のある調達の徹

底、外部委託や業務の簡

素化・合理化、全学的な

省エネルギーの徹底によ

り、管理経費・投資経費

の節減を図る。 
 

（１）Ａ重油の調達において、指名

業者数を増やす（10社→22 社）

等、競争性を拡大した。また、

節電を徹底するため、視覚に訴

える省エネステッカーをトイレ

や教室入り口に掲示した。 

 

３ 

88 （２）教職員のコスト意識の

涵養に取り組むととも

に、教育研究活動経費の

効率的かつ適正な執行に

努める。 

（２）部局長会議においてエ

ネルギー使用量について

周知し、全学的な省エネ

ルギーの徹底を進める。 

   また、教育研究活動経

費の効率的かつ適正な執

行に努める。 

（２）部局長会議において 2 か月お

きにエネルギー使用量について

周知し、全学的な省エネルギー

を徹底した。 

 

・エネルギー使用実績 

    1,292KL(H24:1,309KL) 

 

 

３ 

 

89 （３）運営費交付金が、計画

期間中の６年間、毎年度

段階的に削減される見通

しであることから、教育

費・研究費までを含めた

各種経費の見直しを行う

とともに、人件費につい

ても、教職員定数を見直

すなど、削減に努める。 

 

（３）運営費交付金削減に対 

応するため、各種経費の 

見直しを徹底的に行い、 

支出予算の縮減を図ると 

ともに、教職員定数の見 

直しの検討を始める。 

 

（３）当初予算では管理経費を対前
年比約 15％、学生経費を約 5％
削減するとともに、契約方法の
見直しや裏紙利用など経費支出
の抑制に努めた。 

   また、教員定数の見直しを行
い、6 年間で 9 名の教員定数を
削減することとし、平成 25 年度
は、1 名の削減を決定した。 

 

 

３ 
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

 

中

期 

目

標 

教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制により、定期的に自己点検・評

価を実施する。 

また、外部評価を受け、その結果を教育研究活動及び業務運営の改善に活用する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅴ 自己点検・評価及び改善

並びに当該情報の提供に関

する目標を達成するためと

るべき措置 

Ⅴ 自己点検・評価及び改善

並びに当該情報の提供に関

する目標を達成するためと

るべき措置 

Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに

当該情報の提供に関する目標を達

成するためとるべき措置 

― 

― １ 評価の充実に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

１ 評価の充実に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

１ 評価の充実に関する目標を達成

するためとるべき措置 

― 

90   大学が教育研究の質の充 

実を図るとともに、教育研 

究活動の透明性を高めるた 

め、評価委員会において、 

運営や教育・研究活動を定 

期的に自己点検・評価する。 

また、学部及び大学院の 

教育方法・内容・カリキュ

ラムやアドミッション・ポ

リシーと教育内容の整合性

については、教育研究活動

委員会において定期的に評

価する。 

さらに、入試の実施方法 

については、入試委員会で

点検・改善を行い、その効

果を評価する。 

 （※外部評価結果による改

善については、Ⅲ１（４）

ア（項目 No68）参照） 

 

 

 

教育研究活動を点検・評 

価するため、評価委員会に

おいて、授業評価アンケー

ト、相互授業参観等を実施

し、教育・研究の質の向上、

透明性の確保を図る。 

アドミッション・ポリシ 

ーと教育内容の整合性を図

るため、教育研究活動委員

会において、学部及び大学

院の教育方法・内容・カリ

キュラムを点検・評価する。 

入試を改善するため、入 

試委員会において、入試の

実施方法を点検・評価する。 

教育研究活動の改善に資するた

め、評価委員会において、授業評

価アンケート及び相互授業参観等

による定期的な自己点検・評価を

行った。 

 

アドミッション・ポリシーと教

育内容の整合性を図るべく、教育

研究活動委員会において、学部、

大学院のカリキュラム・ポリシー

を策定した。 

 

  入試の問題作成において、過去

の問題との重複の有無を二重に確

認する仕組みとした。また、入試

の採点においては、大学入試セン

ター試験の個人データの提供に関

するルールを整備したほか、採点

責任者の役割を明文化するなどし

て、採点の公平性、公正性の一層

の確保を図った。 

 

３ 
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標 

２ 情報公開の推進に関する目標 

 

中

期 

目

標 

公立大学法人としての社会に対する説明責任を果たし、大学運営の透明性を確保するため、広報

体制の強化を図り、教育研究活動や業務運営に関する積極的な情報提供に取り組む。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 情報公開の推進に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 情報公開の推進に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 情報公開の推進に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

91   広報専門委員会において 

戦略的な広報活動を企画 

し、その戦略に基づき、教 

育研究活動や地域貢献活 

動、業務運営に関する各種 

情報を効果的に発信する。 

  開学 20 周年、新理事長の 

就任を機に、本学の各種活 

動を学内外に積極的に発信 

する。 

11 月に「岡山県立大学広報活
動強化プラン」を作成し、広報
活動強化に関する方針と、26 年
度末までのアクションプランを
まとめた。また、大学紹介映像
の制作着手や、積極的なホーム
ページの更新・運営、内容の充
実を図るための改訂作業、定期
的なプレス発表等、これまでの
広報活動の堅実な実行及び一層
の強化に努めた。 
また、写真コンテストや 20 周

年記念事業を展開し、本学の PR
を効果的に行った。 

 

 

 

３ 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標 

１ 施設設備の整備に関する目標 

 

中

期 

目

標 

長期的視点に立った施設設備の整備計画を策定し、省エネルギーやユニバーサルデザイン等に配

慮した整備を推進する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅵ その他業務運営に関する

重要事項に関する目標を達

成するためとるべき措置 

Ⅵ その他業務運営に関する

重要事項に関する目標を達

成するためとるべき措置 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事

項に関する目標を達成するためと

るべき措置 

― 

― １ 施設設備の整備に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 施設設備の整備に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 施設設備の整備に関する目標を

達成するためとるべき措置 

― 

92   教育研究機能を充実させ 

るため、施設設備の整備、 

大規模修繕及び高額機器の 

購入については、長期的な 

計画を策定し、効率的に実 

施する。その際、省エネ効 

果やユニバーサルデザイン 

に配慮する。 

 

 

 

 

エネルギー効率に配慮 

し、空調自動制御設備、照

明制御設備、屋根及び外壁

塗装工事等の大規模修繕を

長期計画に基づき実施す

る。 

教育用高額機器の更新を 

計画的に行う。 

 大規模修繕計画に基づき、空調

自動制御設備工事及び屋根塗装工

事を行った。また、施設設備の整

備を効果的に実施するため、デザ

イン学部棟及び学部共通棟(北)の

壁面（計 2 か所）に、予防的修復

工事を実施した。 

 

３ 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標 

２ 安全衛生管理や危機管理等に関する目標 

３ 社会的責任に関する目標 

 

中

期 

目

標 

２ 教育研究現場での安全を確保し、快適な修学環境・職場環境を形成するために、安全衛生管理

及び教職員の心身両面の健康管理を計画的に行うとともに、防災対策や情報セキュリティの確保

等効果的なリスクマネジメントを実行する。 

３ 法令遵守や人権尊重を全学的に徹底し、法人に対する社会の信頼を確保する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 安全衛生管理や危機管理

等に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

２ 安全衛生管理や危機管理

等に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

２ 安全衛生管理や危機管理等に関

する目標を達成するためとるべき

措置 

― 

93 （１）施設設備の定期点検を

確実に実施し、安全に維

持するための全学的な安

全衛生管理体制を強化す

る。 

（１）緊急性・安全性等の観

点から全学的な安全衛生

管理体制のもとで、安全

衛生教育の充実に取り組

み、適切に施設設備の機

能保全及び維持管理を行

う。 

（１）施設の点検を確実に実施し、

その結果、崩壊のおそれがある壁

面の修繕（2か所）、熱吸収冷暖

房器炉頭液管の修繕を行った。ま

た、保証期間の到来した AED 設備

2 か所の更新を実施した。 

 

 

３ 

 

 

94 （２）化学物質等の毒物劇物

等の適切な管理及びその

廃棄物の適正な処理を行

う。 

（２）化学物質等の毒物劇物

等の適切な管理及びその

廃棄物の適正な処理を行

う。 

（２）化学物質等の毒物劇物の管理
箇所 7か所で、いずれも適切な
管理・処理を行った。 

 

 

３ 

 

95 （３）教職員の健康管理及び

メンタルヘルス対策を適

切に実施する。 

（３）教職員の健康管理につ

いて、各種診断の周知を

徹底し、未受診者や再検

査等対象者への受診勧奨

を適切に実施する。 

（３）健康診断の未受診者や精密検
査対象者への受診を勧奨した。 

 

３ 

 

 

96 （４）災害や情報セキュリテ

ィ事件事故、その他の突

発的なリスクに対応でき

る管理体制を構築し、対

応マニュアルを整備する

とともに、被害を最小限

に食い止めるための事前

点検・訓練等を行う。 

（４）災害や情報セキュリテ

ィ事件事故、その他の突

発的なリスクに対応する

ための危機管理マニュア

ルを整備するとともに、

マニュアルの実効性を検

証するための訓練を実施

する。 

（４）危機管理上の観点から、これ
までの消防訓練を見直し、避難
訓練を取り入れた、防火・防災
訓練を実施した。 

  11月 15 日（金） 
参加者約 150名 
なお、危機管理マニュアルの

整備は遅れている。 
[評価時の観点] 
危機管理マニュアルが完成していな 
い。 

 

２ 

 

 

 

― ３ 社会的責任に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

３ 社会的責任に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

３ 社会的責任に関する目標を達成

するためとるべき措置 

― 

97 法令違反や各種ハラスメ

ント等の人権侵害を防止す

るため、相談、啓発、問題

解決等に全学的体制で取り

組む。 

人権等に関する研修会に

参加させ、人権意識の高揚

を図る。 

・「岡山県大学人権・同和教育懇

談会」に教員を1名参加させると

ともに、岡山県が開催する「平

成25年度人権啓発研修会」に事

務局職員を4名参加させた。 

 

 

３ 
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Ⅶ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 １ 予算 

（単位：百万円） 

 

区      分 

 

 

予算額 

 

 

決算額 

 

差 額 

 

(決算－予算） 

 

  収入 

    運営費交付金 

  補助金 

  自己収入 

   授業料及び入学金検定料収入 

      雑収入 

  受託研究等収入及び寄附金収入 

  目的積立金取崩額  

 

              計 

 

                

２，１６２ 

１４３ 

   １，１７７ 

    １，１３４         

４３ 

        ６４ 

       ３３ 

       

３，５７９ 

   

 

                

２，１０２ 

１２０ 

   １，１８６ 

    １，１３５         

５１ 

        ８５ 

       － 

       

３，４９３ 

 

 

 

                         

△６０  

△２３  

９  

１  

８  

２１  

△３３  

 

△８６  

 

 支出 

  教育研究経費 

  人件費 

  一般管理費 

  受託研究等経費及び寄附金事業費等 

施設費 

 

       計 

 

 

                  

７５８ 

  ２，２８７ 

      ３４５ 

        ６４ 

１２５ 

     

３，５７９ 

 

 

                     

６８５  

２，０９４  

２９０  

７９  

１０３ 

 

３，２５１  

 

 

△７３  

△１９３  

△５５  

１５  

△２２  

 

△３２８  
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 ２ 収支計画 

（単位：百万円） 

区      分 

 

予算額 

 

決算額 

 

差 額 

(決算－予算） 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

      寄附金経費 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

    受託研究等収益 

  寄附金収益 

  補助金収益 

  財務収益 

  雑益 

    資産見返負債戻入 

   資産見返運営費交付金等戻入 

   資産見返補助金戻入 

資産見返寄附金戻入  

   資産見返物品受贈額戻入 

  

純利益 

   

目的積立金取崩額  

 

総利益 

 ３，５５１ 

  ３，５５１ 

  ３，０８１ 

    ７４４ 

    ５０ 

       － 

    ３４ 

 １，８３５ 

     ４１８ 

    ３３９ 

      － 

      － 

    １３１ 

          － 

 

 ３，５１８ 

 ３，５１８ 

 ２，１２８ 

      ９６９ 

      １１１ 

       ５４ 

       ５０ 

       １４ 

１８          

－ 

       ４３ 

       １３１ 

      ９０ 

１２ 

５         

２４  

          

△３３  

 

    ３３ 

         

－  

３，２９１  

３，２９１  

２，９１５  

７０４  

５８  

－  

２９  

１，７１５  

４０９  

２５３  

２  

０  

１２１  

０  

 

３，４７４  

３，４７４  

２，００５  

９９５  

１１３  

５６  

６２  

２４  

５４  

１  

４７  

１１７  

８３  

３  

１０  

２１  

 

１８３  

 

－ 

 

１８３  

 

△２６０  

△２６０  

△１６６  

△４０  

８  

－  

△５  

△１２０  

△９  

△８６  

２  

０  

△１０  

０  

 

△４４  

△４４  

△１２３  

２６  

２  

２  

１２  

１０  

３６  

１  

４  

△１４  

△７  

△９  

５  

△３  

 

２１６  

 

△３３  

 

１８３  

注)費用の部「寄附金経費」は、教育研究経費の決算額に含めて計上しています。 
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３ 資金計画 

（単位：百万円） 

 

区      分 

 

 

予算額 

 

 

決算額 

 

差 額 

 

(決算－予算） 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

    その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

 

 

 ３，９２６ 

 ３，４０２ 

     １５９ 

         １８ 

     ３４７ 

 

 ３，９２６ 

  ３，４２１ 

２，１６２ 

 １，１３４ 

      ５０ 

      １４ 

     ６１ 

       １２５ 

         － 

      ３８０ 

 

 

４，６３８  

３，２２１  

５５５  

１８  

８４４  

 

４，６３８  

３，４０３  

２，１０２  

１，１３５  

６６  

１９  

８１  

１０３  

－  

１，１３２  

 

７１２  

△１８１  

３９６  

０  

４９７  

 

７１２  

△１８  

△６０  

１  

１６  

５  

２０  

△２２  

－  

７５２  

 

 

Ⅷ 短期借入金の限度額 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

 

該当なし ― 

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 決算において剰余金が発生

した場合は、教育研究の質の

向上及び組織運営の改善に充

てる。 

決算において剰余金が発生

した場合は、教育研究の質の

向上及び組織運営の改善に充

てる。 

 

該当なし ― 
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Ⅹ 重要な財産の譲渡等に関する計画 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 な し な し 

 

該当なし ― 

 

 

 

 

XI その他規則で定める事項 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 １ 施設及び設備に関する 

計画 

 

空調設備等の大規模

修繕を第 2 期中期計画

期間中に行う。  

 

２ 中期目標の期間を超える

債務負担 

 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40

条第 4 項の規定により業務

の財源に充てることができ

る積立金の使途 

 

教育研究の質の向上

及び組織運営の改善に

充てる。  

 

４ その他法人の業務運営に

関し必要な事項 

 

な し 

１ 施設及び設備に関する 

計画 

 

空調設備等の大規模修繕 

を複数年で計画的に行う。 

 

 

２ 中期目標の期間を超える

債務負担 

 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40

条第 4 項の規定により業務

の 財 源 に 充 て る こ 

とができる積立金の使途 

 

教育研究の質の向上

及び組織運営の改善に

充てる。  

 

４ その他法人の業務運営に

関し必要な事項 

 

な し 

１ 大規模修繕を３件実施した。 

（屋根塗装、吸収冷暖房機分解整備、

空調自動制御設備更新） 

 

 

 

２ 該当なし 

 

 

 

 

 

３ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 該当なし 

― 
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４ 平成 25 年度の事業年度評価に係る項目別評価結果表   

 

中期計画 (B～E) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価

(B～E計) (G)/(F)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

3% 90% 7% 100%

2 52 4  58 

3% 94% 3% 100%

1 30 1  32 

7% 86% 7% 100%

1 12 1 14 

100% 100%

9 9 

100% 100%

9 9 

100% 100%

 6  6 

100% 100%

1 1 

100% 100%

1 1 

100% 100%

3 3 

100% 100%

1 1 

60% 40% 100%

 3 2 5 

75% 25% 100%

3 1 4 

100% 100%

1 1 

7% 86% 7% 100%

1 13 1 15 

14% 72% 14% 100%

1 5 1 7 

100% 100%

4 4 

100% 100%

3 3 

100% 100%

1 1 
(4)県内の大学間の連携・協力 1 3 3.0 

(3)国際交流 3 9 3.0 

(2)産学官連携の推進 4 12 3.0 

(1)地域貢献 7 21 3.0 

４地域貢献、産学官連携、国際交流 15 45 3.0 

(2)研究実施体制等の整備 1 2 2.0 

(1)研究水準及び研究の成果等 4 11 2.8 

３研究 5 13 2.6 

(3)就職支援 3 9 3.0 

(2)経済的支援 1 3 3.0 

(1)学習支援、生活支援 1 3 3.0 

２学生の支援 6 18 3.0 

(3)教育の実施体制等 9 27 3.0 

(2)教育内容等 9 27 3.0 

(1)教育の成果 14 42 3.0 

１教育 32 96 3.0 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 58 172 3.0 ④

公立大学法人岡山県立大学自己評価

最小項目別評価の評点内訳

４点 ３点 ２点 １点

(3)留学生に対する配慮 1 3 3.0 
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中期計画 (B～E) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価

(B～E計) (G)/(F)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

65% 35% 100%

 13 7  20 

64% 36% 100%

 7 4  11 

60% 40% 100%

3 2 5 

50% 50% 100%

1 1 2 

50% 50% 100%

1 1 2 

100% 100%

2 2 

100% 100%

1 1 

33% 67% 100%

 1 2  3 

100% 100%

1 1 

100% 100%

2 2 

100% 100%

5 5 

91% 9% 100%

 10 1  11 

80% 20% 100%

 4 1  5 

100% 100%

2 2 

100% 100%

2 2 

100% 100%

1 1 

100% 100%

3 3 

100% 100%

3 3 
３経費の抑制 3 9 3.0 

２資産の管理運用 3 9 3.0 

(3)その他の自己収入確保 1 2 2.0 

(2)外部研究資金等の獲得 2 6 3.0 

(1)学生納付金 2 6 3.0 

１自己収入の増加 5 14 2.8 

Ⅳ 財務内容の改善 11 32 2.9 ④

４事務等の効率化、合理化 5 15 3.0 

(2)能力・業績等を反映する制度の

確立
2 4 2.0 

(1)法人化の特長を生かした弾力的

な制度の構築
1 3 3.0 

３人事の適正化     3 7 2.3 

２教育研究組織の見直し 1 2 2.0 

(4)評価制度の活用等による業務運

営の改善に向けた継続的取組の推進
2 6 3.0 

(3)地域に開かれた大学づくりの推

進
2 5 2.5 

(2)全学的な視点による戦略的な大

学運営の仕組みづくりの推進
2 5 2.5 

(1)理事長(学長)、学部長等を中心

とする機動的な運営体制の構築
5 13 2.6 

１運営体制の改善 11 29 2.6 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化 20 53 2.7 ④

公立大学法人岡山県立大学自己評価

最小項目別評価の評点内訳

４点 ３点 ２点 １点
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中期計画 (B～E) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

100% 100%

 2   2 

100% 100%

1 1 

100% 100%

1 1 

83% 17% 100%

 5 1  6 

100% 100%

1 1 

75% 25% 100%

3 1 4 

100% 100%

1 1 

2% 85% 13% 100%

2 82 13  97 
合　　計 97 280 2.9 

３人権 1 3 3.0 

２安全衛生管理 4 11 2.8 

１施設設備の整備 1 3 3.0 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 6 17 2.8 ④

２情報公開の推進 1 3 3.0 

１評価の充実 1 3 3.0 

Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情

報の提供
2 6 3.0 ④

公立大学法人岡山県立大学自己評価

最小項目別評価の評点内訳

４点 ３点 ２点 １点

 


